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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上シェル、回転部材及び下シェルを重ね合わせることによって上シェル及び回転部材間
又は回転部材及び下シェル間にディスク収納室が形成され、上記回転部材が上記上シェル
及び上記下シェルの少なくとも一方によって回転自在に支持されると共に、上記上シェル
及び上記下シェルの少なくとも一方又は上記上シェル及び上記下シェルの少なくとも一方
と上記回転部材とに開口部が設けられたカートリッジ筐体と、
　上記カートリッジ筐体に設けられ、上記回転部材の回転に応じて上記開口部を開く開位
置と当該開口部を閉じる閉位置との間に移動可能とされると共に、上記閉位置において互
いに接合する接合部を有する一対のシャッタ部材と、を備え、
　上記一対のシャッタ部材の各々の接合部には、互いに係合可能な凹凸部を当該接合部の
略全長に渡って設けた
　ことを特徴とするディスクカートリッジ。
【請求項２】
　上記一対のシャッタ部材のうち、一方のシャッタ部材の接合部に設けた上記凹凸部はＶ
溝状又は角溝状の長溝部であり、他方のシャッタ部材の接合部に設けた上記凹凸部は楔状
又は角状の突条部である
　ことを特徴とする請求項１記載のディスクカートリッジ。
【請求項３】
　上記一対のシャッタ部材のうち、一方のシャッタ部材の接合部に設けた上記凹凸部はＶ
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溝状又は角溝状の長溝部と楔状又は角状の突条部との組み合わせからなり、他方のシャッ
タ部材の接合部に設けた上記凹凸部は上記一方のシャッタ部材の上記長溝部及び突条部に
対応された互いに係合可能な突条部及び長溝部の組み合わせからなる
　ことを特徴とする請求項１記載のディスクカートリッジ。
【請求項４】
　上記一対のシャッタ部材の各々の接合部は、互いに係合可能なＶ溝状又は角溝状の長溝
部の組み合わせからなる
　ことを特徴とする請求項１記載のディスクカートリッジ。
【請求項５】
　上記一対のシャッタ部材は、上記上シェル及び上記下シェルの少なくとも一方に対して
、それぞれのシャッタ部材に対応する支点を中心として回動自在に支持されている
　ことを特徴とする請求項１記載のディスクカートリッジ。
【請求項６】
　上記一対のシャッタ部材は、上記回転部材に対して、それぞれのシャッタ部材に対応す
る支点を中心として回動自在に支持されている
　ことを特徴とする請求項１記載のディスクカートリッジ。
【請求項７】
　上記一対のシャッタ部材は、上記回転部材に対して、それぞれのシャッタ部材に対応す
る支点を中心として回動自在に支持されていると共に、上記上シェル及び上記下シェルの
少なくとも一方に対して、それぞれのシャッタ部材に対応する支点によって摺動可能に支
持されている
　ことを特徴とする請求項１記載のディスクカートリッジ。
【請求項８】
　上記一対のシャッタ部材は、それぞれ略半円形とされた板体からなり、当該一対のシャ
ッタ部材が上記開口部を有する上記回転部材、上シェル及び下シェルの少なくとも一面側
に当該開口部を挟んで対向するように配置されている
　ことを特徴とする請求項１記載のディスクカートリッジ。
【請求項９】
　上記一対のシャッタ部材は、それぞれのシャッタ部材において弦側の一側部で上記回転
部材に回動自在に支持されると共に、当該シャッタ部材に設けた開閉溝に上記下シェル又
は上記上シェルに設けた操作凸部が摺動可能に係合されている
　ことを特徴とする請求項８記載のディスクカートリッジ。
【請求項１０】
　上記一対のシャッタ部材の上記凹凸部は、上記弦側の一側部の上記支持側の略半分に設
けられた長溝部と、上記弦側の一側部の先端側の略半分に設けられた突条部とからなる
　ことを特徴とする請求項９記載のディスクカートリッジ。
【請求項１１】
　上シェル、回転部材及び下シェルを重ね合わせることによって上シェル及び回転部材間
又は回転部材及び下シェル間にディスク収納室が形成され、上記回転部材が上記上シェル
及び上記下シェルの少なくとも一方によって回転自在に支持されると共に、上記上シェル
及び上記下シェルの少なくとも一方又は上記上シェル及び上記下シェルの少なくとも一方
と上記回転部材とに開口部が設けられたカートリッジ筐体と、
　上記ディスク収納室内に回転自在に収納されるディスク状記録媒体と、
　上記カートリッジ筐体に設けられ、上記回転部材の回転に応じて上記開口部を開く開位
置と当該開口部を閉じる閉位置との間に移動可能とされると共に、上記閉位置において互
いに接合する接合部を有する一対のシャッタ部材と、を備え、
　上記一対のシャッタ部材の各々の接合部には、互いに係合可能な凹凸部を当該接合部の
略全長に渡って設けた
　ことを特徴とするディスク記録媒体装置。
【請求項１２】
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　上記一対のシャッタ部材のうち、一方のシャッタ部材の接合部に設けた上記凹凸部はＶ
溝状又は角溝状の長溝部であり、他方のシャッタ部材の接合部に設けた上記凹凸部は楔状
又は角状の突条部である
　ことを特徴とする請求項１１記載のディスク記録媒体装置。
【請求項１３】
　上記一対のシャッタ部材のうち、一方のシャッタ部材の接合部に設けた上記凹凸部はＶ
溝状又は角溝状の長溝部と楔状又は角状の突条部との組み合わせからなり、他方のシャッ
タ部材の接合部に設けた上記凹凸部は上記一方のシャッタ部材の上記長溝部及び突条部に
対応された互いに係合可能な突条部及び長溝部の組み合わせからなる
　ことを特徴とする請求項１１記載のディスク記録媒体装置。
【請求項１４】
　上記一対のシャッタ部材の各々の接合部は、互いに係合可能なＶ溝状又は角溝状の長溝
部の組み合わせからなる
　ことを特徴とする請求項１１記載のディスク記録媒体装置。
【請求項１５】
　上記一対のシャッタ部材は、上記上シェル及び上記下シェルの少なくとも一方に対して
、それぞれのシャッタ部材に対応する支点を中心として回動自在に支持されている
　ことを特徴とする請求項１１記載のディスク記録媒体装置。
【請求項１６】
　上記一対のシャッタ部材は、上記回転部材に対して、それぞれのシャッタ部材に対応す
る支点を中心として回動自在に支持されている
　ことを特徴とする請求項１１記載のディスク記録媒体装置。
【請求項１７】
　上記一対のシャッタ部材は、上記回転部材に対して、それぞれのシャッタ部材に対応す
る支点を中心として回動自在に支持されていると共に、上記上シェル及び上記下シェルの
少なくとも一方に対して、それぞれのシャッタ部材に対応する支点によって摺動可能に支
持されている
　ことを特徴とする請求項１１記載のディスク記録媒体装置。
【請求項１８】
　上記一対のシャッタ部材は、それぞれ略半円形とされた板体からなり、当該一対のシャ
ッタ部材が上記開口部を有する上記回転部材、上シェル又は下シェルの少なくとも一面側
に当該開口部を挟んで対向するように配置されている
　ことを特徴とする請求項１１記載のディスク記録媒体装置。
【請求項１９】
　上記一対のシャッタ部材は、それぞれのシャッタ部材において弦側の一側部で上記回転
部材に回動自在に支持されると共に、当該シャッタ部材に設けた開閉溝に上記下シェル又
は上記上シェルに設けた操作凸部が摺動可能に係合されている
　ことを特徴とする請求項１８記載のディスク記録媒体装置。
【請求項２０】
　上記一対のシャッタ部材の上記凹凸部は、上記弦側の一側部の上記支持側の略半分に設
けられた長溝部と、上記弦側の一側部の先端側の略半分に設けられた突条部とからなる
　ことを特徴とする請求項１９記載のディスク記録媒体装置。
【請求項２１】
　カートリッジ筐体に形成されたディスク収納室内にディスク状記録媒体が回転自在に収
納されると共に、当該ディスク状記録媒体の一部を露出させるため上記カートリッジ筐体
に設けた開口部が一対のシャッタ部材によって開閉自在とされたディスク記録媒体装置と
、
　上記ディスク記録媒体装置の挿脱動作に応じて上記一対のシャッタ部材を移動させて上
記開口部を開閉させるシャッタ開閉手段と、
　上記ディスク記録媒体装置が着脱可能に装着されると共に、当該ディスク記録媒体装置
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の装着時、上記シャッタ開閉手段で開放された上記開口部から挿入されて上記ディスク状
記録媒体をチャッキングして回転駆動するディスクドライブ装置と、を備えたディスク記
録及び／又は再生装置において、
　上記カートリッジ筐体は、上シェル、回転部材及び下シェルを重ね合わせることによっ
て構成されると共に、上シェル及び回転部材間若しくは回転部材及び下シェル間に上記デ
ィスク収納室が形成され、上記回転部材が上記上シェル及び上記下シェルの少なくとも一
方によって回転自在に支持されると共に、上記上シェル及び上記下シェルの少なくとも一
方又は上記上シェル及び上記下シェルの少なくとも一方と上記回転部材とに上記開口部が
設けられ、
　上記一対のシャッタ部材は、上記カートリッジ筐体に設けられ、上記回転部材の回転に
応じて上記開口部を開く開位置と当該開口部を閉じる閉位置との間に移動可能とされると
共に、上記閉位置において互いに接合する接合部を有し、
　上記一対のシャッタ部材の各々の接合部には、互いに係合可能な凹凸部を当該接合部の
略全長に渡って設けた
　ことを特徴とするディスク記録及び／又は再生装置。
【請求項２２】
　上記一対のシャッタ部材のうち、一方のシャッタ部材の接合部に設けた上記凹凸部はＶ
溝状又は角溝状の長溝部であり、他方のシャッタ部材の接合部に設けた上記凹凸部は楔状
又は角状の突条部である
　ことを特徴とする請求項２１記載のディスク記録及び／又は再生装置。
【請求項２３】
　上記一対のシャッタ部材のうち、一方のシャッタ部材の接合部に設けた上記凹凸部はＶ
溝状又は角溝状の長溝部と楔状又は角状の突条部との組み合わせからなり、他方のシャッ
タ部材の接合部に設けた上記凹凸部は上記一方のシャッタ部材の上記長溝部及び突条部に
対応された互いに係合可能な突条部及び長溝部の組み合わせからなる
　ことを特徴とする請求項２１記載のディスク記録及び／又は再生装置。
【請求項２４】
　上記一対のシャッタ部材の各々の接合部は、互いに係合可能なＶ溝状又は角溝状の長溝
部の組み合わせからなる
　ことを特徴とする請求項２１記載のディスク記録及び／又は再生装置。
【請求項２５】
　上記一対のシャッタ部材は、上記上シェル及び上記下シェルの少なくとも一方に対して
、それぞれのシャッタ部材に対応する支点を中心として回動自在に支持されている
　ことを特徴とする請求項２１記載のディスク記録及び／又は再生装置。
【請求項２６】
　上記一対のシャッタ部材は、上記回転部材に対して、それぞれのシャッタ部材に対応す
る支点を中心として回動自在に支持されている
　ことを特徴とする請求項２１記載のディスク記録及び／又は再生装置。
【請求項２７】
　上記一対のシャッタ部材は、上記回転部材に対して、それぞれのシャッタ部材に対応す
る支点を中心として回動自在に支持されていると共に、上記上シェル及び上記下シェルの
少なくとも一方に対して、それぞれのシャッタ部材に対応する支点によって摺動可能に支
持されている
　ことを特徴とする請求項２１記載のディスク記録及び／又は再生装置。
【請求項２８】
　上記一対のシャッタ部材は、それぞれ略半円形とされた板体からなり、当該一対のシャ
ッタ部材が上記開口部を有する上記回転部材、上シェル又は下シェルの少なくとも一面側
に当該開口部を挟んで対向するように配置されている
　ことを特徴とする請求項２１記載のディスク記録及び／又は再生装置。
【請求項２９】
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　上記一対のシャッタ部材は、それぞれのシャッタ部材において弦側の一側部で回転部材
に回動自在に支持されると共に、当該シャッタ部材に設けた開閉溝に上記下シェル又は上
記上シェルに設けた操作凸部が摺動可能に係合されている
　ことを特徴とする請求項２８記載のディスク記録及び／又は再生装置。
【請求項３０】
　上記一対のシャッタ部材の上記凹凸部は、上記弦側の一側部の上記支持側の略半分に設
けられた長溝部と、上記弦側の一側部の先端側の略半分に設けられた突条部とからなる
　ことを特徴とする請求項２９記載のディスク記録及び／又は再生装置。
【請求項３１】
　上記シャッタ開閉手段はラック部と当該ラック部の前後に配置された凸部を有し、
　上記回転部材は上記ラック部に噛合されるギア部と当該ギア部の前後に配置された凹部
を有し、
　上記シャッタ開閉手段の進退運動に基づいて上記回転部材に回転運動を付与するように
した
　ことを特徴とする請求項２１記載のディスク記録及び／又は再生装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光ディスクや光磁気ディスク、磁気ディスク等のディスク状記録媒体をカート
リッジ筐体のディスク収納室内に収納するためのディスクカートリッジ、そのディスク収
納室内にディスク状記録媒体が予め回転自在に収納されたディスク記録媒体装置、及びこ
のディスク記録媒体装置を用いて情報の記録及び／又は再生を行うためのディスク記録及
び／又は再生装置に関し、特に、カートリッジ筐体に設けられた開口部を開閉する一対の
シャッタ部材による防塵性の向上を図ることができるディスクカートリッジ、ディスク記
録媒体装置及びディスク記録及び／又は再生装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、一般に、音声、映像或いはコンピュータのデータ等の情報の記録及び／又は再生が
可能なディスク状記録媒体がカートリッジ筐体内に回転自在に収納されたディスク記録媒
体装置としては、例えば、図５１に示すような構成のものが知られている。このディスク
記録媒体装置１は、コンピュータのデータ等の情報を使用者が後から記録（書き込み）で
きる追記形光磁気ディスク４を内蔵している情報記録メディアである。
【０００３】
このディスク記録媒体装置１は、一対の上シェル２ａ及び下シェル２ｂによって構成され
るカートリッジ筐体２と、このカートリッジ筐体２のディスク収納室３内に回転自在に収
納された光磁気ディスク４等を備えている。カートリッジ筐体２の上下両面には、中央部
から一辺に向かって延びる上下の開口部５が設けられている。この開口部５は、その一辺
に沿ってスライド可能とされたシャッタ部材６によって開閉可能とされている。このシャ
ッタ部材６は、面方向に対向された一対のシャッタ片６ａを有しており、図に現れないス
プリングによって開口部５を閉じる方向へ常時付勢されている。符号８は、各シャッタ片
６ａにおける先端部の抜け出しを防止するための押え部材である。
【０００４】
また、光磁気ディスク４の中央部には、金属によって円盤状に形成されたセンタハブ７が
設けられている。このセンタハブ７は、開口部５の内側端部に対応された位置、即ち、カ
ートリッジ筐体２の略中央部に配置されている。このセンタハブ７には、情報記録再生装
置の本体側に設けられるターンテーブルが装着され、そのターンテーブルによるチャッキ
ングにより固定されて光磁気ディスク４が所定速度（例えば、線速度一定）で回転駆動さ
れる。この際、開口部５内にヘッド部が挿入される光磁気ピックアップ装置の働きにより
、光磁気ディスク４に対する情報信号の記録又は再生が行われる。
【０００５】
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【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このような構成を有する従来のディスク記録媒体装置においては、上シェ
ル２ａと下シェル２ｂを重ね合わせることによって構成されるカートリッジ筐体２にシャ
ッタ部材６が移動可能に取り付けられており、このシャッタ部材６のシャッタ片６ａを開
口部５に位置合せすることによって当該開口部５を閉鎖すると共に、シャッタ片６ａの周
縁部を開口部５の周縁部とオーバーラップさせることによって防塵性を確保し、ディスク
収納室３内に塵や埃等が入り込むのを防止するようにしていた。そのため、シャッタ部材
６の組立時におけるクリアランスやシャッタ片６ａの反り等によって開口部５の周縁部と
の間に隙間が生じてしまうことがあり、防塵性能が劣化するおそれがあるという課題があ
った。
【０００６】
近年、光ディスクの大容量化、高記録密度化の流れの中、記録パターンの狭ピッチ化、線
密度の増大化が進んでいる。そのため、光ディスクや光磁気ディスク等の情報記録面上に
塵や埃等が付着した場合には、光学ピックアップ装置による情報の読み取りや書き込みに
支障を来すことがあり、正常な情報の読み書きができなくなってしまうことがある。
【０００７】
ところが、更なる大容量化、高記録密度化により、従来では影響の少なかった微小な塵や
埃等であってもデータの読み書きに対する影響度が高くなり、上述したように、単に上下
シェル２ａ，２ｂを重ね合わせて組み立てただけでは、微小なサイズの塵や埃等の侵入を
防ぐことができなかった。この場合、カートリッジ筐体２内に侵入した微小な塵や埃等が
光磁気ディスク４の情報記録面に付着すると、この塵や埃等によって情報記録面が傷つけ
られた場合と同様の状態となり、正常な情報の読み書きができなくなってしまう。
【０００８】
本発明は、このような従来の課題に鑑みてなされたものであり、互いに接合される一対の
シャッタ部材のそれぞれの接合部に、略全長に渡って凹凸部を設け、互いに凹凸部を係合
させて一対のシャッタ部材を閉じ合わせることにより、上述した課題等を解決することが
できるディスクカートリッジ、ディスク記録媒体装置及びディスク記録及び／又は再生装
置を提供することを目的としている。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　上述したような課題等を解決し、上記目的を達成するために、本出願のディスクカート
リッジは、上シェル、回転部材及び下シェルを重ね合わせることによって上シェル及び回
転部材間又は回転部材及び下シェル間にディスク収納室が形成され、回転部材が上シェル
及び下シェルの少なくとも一方によって回転自在に支持されると共に、上シェル及び下シ
ェルの少なくとも一方又は上シェル及び下シェルの少なくとも一方と回転部材とに開口部
が設けられたカートリッジ筐体と、カートリッジ筐体に設けられ、回転部材の回転に応じ
て開口部を開く開位置と開口部を閉じる閉位置との間に移動可能とされると共に、閉位置
において互いに接合する接合部を有する一対のシャッタ部材と、を備え、一対のシャッタ
部材の各々の接合部には、互いに係合可能な凹凸部を接合部の略全長に渡って設けたこと
を特徴としている。
【００１２】
　本出願のディスク記録媒体装置は、上シェル、回転部材及び下シェルを重ね合わせるこ
とによって上シェル及び回転部材間又は回転部材及び下シェル間にディスク収納室が形成
され、回転部材が上シェル及び下シェルの少なくとも一方によって回転自在に支持される
と共に、上シェル及び下シェルの少なくとも一方又は上シェル及び下シェルの少なくとも
一方と回転部材とに開口部が設けられたカートリッジ筐体と、ディスク収納室内に回転自
在に収納されるディスク状記録媒体と、カートリッジ筐体に設けられ、回転部材の回転に
応じて開口部を開く開位置と開口部を閉じる閉位置との間に移動可能とされると共に、閉
位置において互いに接合する接合部を有する一対のシャッタ部材と、を備え、一対のシャ
ッタ部材の各々の接合部には、互いに係合可能な凹凸部を接合部の略全長に渡って設けた
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ことを特徴としている。
【００１３】
　また、本出願のディスク記録及び／又は再生装置は、カートリッジ筐体に形成されたデ
ィスク収納室内にディスク状記録媒体が回転自在に収納されると共に、ディスク状記録媒
体の一部を露出させるためカートリッジ筐体に設けた開口部が一対のシャッタ部材によっ
て開閉自在とされたディスク記録媒体装置と、ディスク記録媒体装置の挿脱動作に応じて
一対のシャッタ部材を移動させて開口部を開閉させるシャッタ開閉手段と、ディスク記録
媒体装置が着脱可能に装着されると共に、ディスク記録媒体装置の装着時、シャッタ開閉
手段で開放された開口部から挿入されてディスク状記録媒体をチャッキングして回転駆動
するディスクドライブ装置と、を備えたディスク記録及び／又は再生装置において、カー
トリッジ筐体は、上シェル、回転部材及び下シェルを重ね合わせることによって構成され
ると共に、上シェル及び回転部材間若しくは回転部材及び下シェル間にディスク収納室が
形成され、回転部材が上シェル及び下シェルの少なくとも一方によって回転自在に支持さ
れると共に、上シェル及び下シェルの少なくとも一方又は上シェル及び下シェルの少なく
とも一方と回転部材とに開口部が設けられ、一対のシャッタ部材は、カートリッジ筐体に
設けられ、回転部材の回転に応じて開口部を開く開位置と開口部を閉じる閉位置との間に
移動可能とされると共に、閉位置において互いに接合する接合部を有し、一対のシャッタ
部材の各々の接合部には、互いに係合可能な凹凸部を接合部の略全長に渡って設けたこと
を特徴としている。
【００１４】
上述のように構成したことにより、本出願のディスクカートリッジ、ディスク記録媒体装
置及びディスク記録及び／又は再生装置では、一対のシャッタ部材の各々の接合部には、
その略全長に渡って凹凸部が設けられているため、開口部を閉じる閉位置においては、互
いの凹凸部を係合させて接合部をしっかりと閉じ合わせることができる。その結果、一対
のシャッタ部材による開口部の防塵性能を高めることができ、微小なサイズの塵や埃等の
侵入を防止又は効果的に抑制し、カートリッジ筐体内に収納されているディスク状記録媒
体の情報記録面に塵や埃等が付着するのを防止して、正常な情報の読み書きを確保するこ
とができるディスクカートリッジ、ディスク記録媒体装置及びディスク記録及び／又は再
生装置を提供することができる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を、添付図面を参照して説明する。図１～図５０は、本発明の
ディスクカートリッジ、ディスク記録媒体装置及びディスク記録及び／又は再生装置の実
施の例を示すものである。
【００１６】
ここで、本出願において、「ディスクカートリッジ」とは、主要な構成メンバとして上下
シェル若しくは上下シェル及び回転部材と、１枚若しくは一対のシャッタ部材（通常は２
枚であるが、３枚以上の組み合わせでも良い。）を有し、ディスク状記録媒体を収納する
以前の筐体のみからなるものを言うものとする。また、「ディスク記録媒体装置」とは、
ディスクカートリッジのディスク収納室内にディスク状記録媒体を収納し、カートリッジ
筐体とディスク状記録媒体との組み合わせからなるものを言うものとする。更に、「ディ
スク記録及び／又は再生装置」とは、ディスク記録媒体装置とテーブル駆動装置と光学ピ
ックアップ装置等の組み合わせからなるものを言うものとする。
【００１７】
図１はディスク記録媒体装置の第１の実施例を上側から見た分解斜視図、図２は同じく下
側から見た分解斜視図、図３は上シェルの斜視図、図４は上シェルの底面図、図５はチャ
ックリング及びリングホルダの斜視図、図６はチャックリング及びリングホルダの中央部
で断面した斜視図、図７は回転部材の斜視図、図８は回転部材の平面図、図９は一対のシ
ャッタ部材の分解斜視図、図１０は一対のシャッタ部材の組立斜視図、図１１は第１のシ
ャッタ部材の平面図、図１２は第１のシャッタ部材の斜視図、図１３Ａ，Ｂ及び図１４Ａ
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，Ｂ，Ｃは第１のシャッタ部材の要部を示す斜視図、図１５は第２のシャッタ部材の平面
図、図１６は第２のシャッタ部材の斜視図、図１７Ａ，Ｂ及び図１８Ａ，Ｂ，Ｃは第２の
シャッタ部材の要部を示す斜視図である。
【００１８】
図１９は回転部材に一対のシャッタ部材を搭載した状態を示す平面図、図２０は図１９の
Ｚ－Ｚ線部分の断面分解斜視図、図２１は図２０の回転部材に設けた開口部を一対のシャ
ッタ部材で完全に閉じた状態を示す斜視図、図２２は図２１から回転部材が略５°回転し
た状態を示す斜視図、図２３は図２１から回転部材が略３０°回転した状態を示す斜視図
、図２４は図２１から回転部材が略５５°回転した状態を示す斜視図、図２５は一対のシ
ャッタ部材の他の実施例を回転部材に搭載した状態を示す斜視図、図２６Ａ，Ｂは誤消去
防止具及びロック部材の斜視図である。
【００１９】
図２７は下シェルの斜視図、図２８は下シェルの平面図、図２９はディスク記録媒体装置
を上側から見た組立斜視図、図３０はディスク記録媒体装置を下シェル側から見たシャッ
タ閉状態の斜視図、図３１は同じくシャッタ開状態の斜視図、図３２はディスク記録媒体
装置の位置決め穴部分の断面図、図３３はディスク記録媒体装置のチャッキング前の状態
を示す断面図、図３４は同じくチャッキング状態を示す断面図、図３５Ａ，Ｂ，Ｃは回転
部材の昇降動作を示す説明図、図３６は上下シェル、回転部材及びシャッタ部材間の公差
を説明するための分解断面図、図３７は同じく公差を説明するための組立断面図である。
【００２０】
図３８はディスク記録媒体装置が用いられるテーブル駆動装置の一実施例を示す斜視図、
図３９は同じく送りねじ動力装置の動力伝達部材等を断面して示す斜視図、図４０はテー
ブル駆動装置の回路構成の一実施例を示すブロック線図、図４１はテーブル駆動装置にデ
ィスク記録媒体装置を挿入する前の状態を示す斜視図、図４２は同じく挿入中の状態を示
す斜視図、図４３はディスク記録媒体装置のシャッタを開閉するシャッタ開閉手段の一実
施例を示す斜視図である。
【００２１】
また、図４４はディスクカートリッジのシャッタ機構とシャッタ開閉手段との関係を示す
シャッタ閉じ状態の説明図、図４５は下シェルを取り除きシャッタ部材の全閉状態から回
転部材が略５°回転した状態の説明図、図４６は同じく全閉状態から回転部材が略３０°
回転した状態の説明図、図４７は同じくシャッタ部材の全開状態（回転部材が略５５°回
転した状態）の説明図である。更に、図４８はディスク記録媒体装置の第２の実施例を下
側から見た分解斜視図、図４９は第２の実施例に係るディスク記録媒体装置を下シェル側
から見たシャッタ閉状態の斜視図、図５０は同じくシャッタ開状態の斜視図である。
【００２２】
本発明のディスクカートリッジを含むディスク記録媒体装置１０は、ディスク状記録媒体
として、オーディオ情報としての音楽信号やビデオ情報としての映像信号及び音楽信号等
の各種の情報信号が予め記録された再生専用型の光ディスク、或いはオーディオ情報やビ
デオ情報等の情報信号が１度だけ記録可能（追記型）若しくは何度でも繰り返して記録可
能（書換え型）とされた記録可能型の光ディスク１１を収納したものである。しかしなが
ら、ディスク状記録媒体としては、これに限定されるものではなく、例えば、薄い円盤の
表面に磁性薄膜層を形成して特定位置の磁化状態により情報を記憶するようにした磁気デ
ィスク、同様に形成した磁性薄膜層に光ヘッドと磁気ヘッドを使用して情報を書き込み又
は読み出すようにした光磁気ディスクその他のディスク状をなす記憶媒体を適用すること
ができるものである。
【００２３】
ディスク記録媒体装置１０は、図１及び図２に示すように、一対の上シェル１３、回転部
材１４及び下シェル１５を重ね合せることによって形成されるカートリッジ筐体１２と、
このカートリッジ筐体１２内に形成されたディスク収納室１６内に回転自在に収納される
光ディスク１１と、回転部材１４及び下シェル１５に形成された内側開口部１８及び外側
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開口部１７を開閉する一対のシャッタ部材１９ａ，１９ｂ等を備えて構成されている。こ
のディスク記録媒体装置１０から光ディスク１１を取り除いたものがディスクカートリッ
ジである。
【００２４】
ディスク記録媒体装置１０は、通常、光ディスク１１を水平状態にして使用されるため、
この出願においては、光ディスク１１の上側に配されるシェルを上シェル１３と言い、光
ディスク１１の下側に配されるシェルを下シェル１５と言うものとする。しかしながら、
ディスク記録媒体装置１０は光ディスク１１を垂直状態或いは斜め状態にして使用するこ
とができるものであり、かかる場合には、この実施例で言う上シェル１３は第１のシェル
と言い換え、下シェル１５は第２のシェルと言い換えるものとする。
【００２５】
上シェル１３は、図１～図４に示すように、正面側が円弧形状とされた略四角形をなす薄
い皿状の部材からなる。この上シェル１３の下面（図４において表面として現れている面
）の中央部には周方向に連続する環状の上内面壁２１が形成されており、この上内面壁２
１の内側に円形の上凹陥部１６ａが設定されている。そして、上内面壁２１の外側には、
周方向に連続して上内面壁２１を囲うように環状のカム溝２２が設けられている。このカ
ム溝２２の周方向の３箇所には、図３５Ａ等に示すように、所定長さのカム部２２ａ（図
４において格子縞状にハッチングした部分）が略等間隔に設けられている。カム部２２ａ
は、回転部材１４が回転変位して上シェル１３に対して所定位置に移動したときに回転部
材１４をリフトアップさせて下シェル１５に近づけるものである。このカム部２２ａの作
用は、後に詳細に説明する。
【００２６】
この上シェル１３の外周縁には、上前面縁１３ａと左右の上側面縁１３ｂ，１３ｃと上後
面縁１３ｄとが形成されている。上前面縁１３ａの略中央部には、下シェル１５との位置
合わせを行うと共に後述する光学ヘッドを出し入れするための第１の凹部２３ａが設けら
れている。また、上後面縁１３ｄの中央部は内側に後退されており、その凹陥部１３d0に
は下シェル１５の下後面縁が装着される。更に、上後面縁１３ｄの略中央部には、下シェ
ル１５との位置合わせを行うための第２の凹部２３ｂが設けられている。そして、上内面
壁２１の第１及び第２の凹部２３ａ，２３ｂと対向する位置には、各凹部２３ａ，２３ｂ
に対応された形状及び大きさを有する切欠き２１ａ，２１ｂが設けられている。
【００２７】
また、上シェル１３の一方の上前面縁１３ａ及び上側面縁１３ｃとカム溝２２との間には
、それぞれに所定の隙間をあけて２つの前側上囲い壁２４ａ，２４ｂが設けられている。
更に、上後面縁１３ｄ及び上側面縁１３ｂとカム溝２２との間には、それぞれに所定の隙
間をあけて２つの後側上囲い壁２４ｃ，２４ｄが設けられている。そして、上後面縁１３
ｄ及び上側面縁１３ｃとカム溝２２との間には、同じくそれぞれに所定の隙間をあけて２
つの後側上囲い壁２４ｅ，２４ｆが設けられている。これら上囲い壁２４ａ～２４ｆの高
さは上内面壁２１よりも高く設定されており、特に、各角部に位置する３箇所の上囲い壁
２４ａ、２４ｃ及び２４ｅは、組立時において下シェル１５の内面に当接し得る高さに設
定されている。
【００２８】
更に、上シェル１３の後側上囲い壁２４ｅの内側には、後述する誤消去防止具２５がスラ
イド動作可能に装着されるプラグ収納部２６の上凹陥部２６ａが設けられている。この上
凹陥部２６ａは、誤消去防止具２５をスライド操作するための開口窓２７の上半分を形成
する上切欠き２７ａが設けられた上後面縁１３ｄと、上切欠き２７ａの内側を囲うように
設けられた上収納壁２８ａとで形成されている。そして、上凹陥部２６ａには、誤消去防
止具２５を間欠的に動作させるため２箇所にノッチが形成されたガイド部２９が設けられ
ている。更に、上シェル１３の４箇所の角部には、下シェル１５をネジ止めするためのネ
ジ止め突起３０がそれぞれ設けられている。
【００２９】
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図３に示すように、上シェル１３の上面は、中央部から背面に掛けて上方へ少々膨出され
ており、その膨出部３１の背面側には、把持する際の滑り止め用の把持凹部３１ａが設け
られている。この膨出部３１の前面側には、ディスク記録媒体装置１０をテーブル駆動装
置に装着する時のカートリッジ挿入方向を示す三角形の指示標識３１ｂが設けられている
。そして、指示標識３１ｂと把持凹部３１ａとの間には、記録内容その他の必要事項を記
載することができるラベルを貼付するための上ラベル貼付面３１ｃが設けられている。
【００３０】
この上シェル１３の内面の中央部には、チャックリング３３がリングホルダ３４によって
回動自在に支持されている。チャックリング３３及びリングホルダ３４は、図５及び図６
に拡大して示すような構成を有している。即ち、チャックリング３３は、マグネットによ
って吸着される磁性材料（例えば、ステンレス鋼ＳＵＳ４３０等）によって円板状に形成
されている。そして、直径が異なるリング状の凹凸を同心上に複数設けることによってチ
ャックリング３３には、最外周に位置するフランジ部３３ａと、光ディスク１１に接触さ
れる挟持部３３ｂと、この挟持部３３ｂとフランジ部３３ａとの間に設定されたテーパ部
３３ｃと、最内周に位置する位置規制部３３ｄと、この位置規制部３３ｄと挟持部３３ｂ
との間に設定された逃し部３３ｅとが設けられている。
【００３１】
チャックリング３３の挟持部３３ｂは、光ディスク１１のセンタ穴１１ａを囲う周縁部を
押圧してターンテーブルに押しつける押え部の役割を有するもので、この挟持部３３ｂが
一面側に突出され、その反対の面側にフランジ部３３ａが突出されている。そして、フラ
ンジ部３３ａの面と挟持部３３ｂの面の内側に適当な段差をおいて、挟持部３３ｂ側から
フランジ部３３ａに向かって逃し部３３ｅと位置規制部３３ｄが設定されている。
【００３２】
チャックリング３３の位置規制部３３ｄは、図３３及び図３４に示すように、ターンテー
ブル８１の嵌合部８１ａの先端部に対向されるもので、その嵌合部８１ａに内蔵されるマ
グネット９７の磁力を受ける磁力受け部となっている。この位置規制部３３ｄの中央には
、嵌合部８１ａの先端部の形状に対応されてテーパ状の凹陥部３３ｆが設けられており、
チャッキング時には嵌合部８１ａの先端部が着脱自在に嵌合される。
【００３３】
また、リングホルダ３４は、全体としてリング状に形成されていて、円筒体の一面側に内
向きの内フランジ３４ａが設けられ、他面側に外向きの外フランジ３４ｂが設けられてい
る。リングホルダ３４は、チャックリング３３を回転自在に収納して支持するもので、外
フランジ３４ｂを溶着や接着剤による接着等の固着手段によって上シェル１３の内面の略
中央部に一体的に固定されている。尚、リングホルダ３４の外フランジ３４ｂの表面を上
シェル１３の内面と同一高さの面とするため、上シェル１３には外フランジ３４ｂが嵌合
される取付穴１３ｅが設けられている。
【００３４】
このリングホルダ３４の内フランジ３４ａの内径はチャックリング３３の挟持部３３ｂの
外径よりも大きいがフランジ部３３ａの内径よりは小さく形成されていて、テーパ部３３
ｃの斜面に当接する大きさとされている。従って、チャックリング３３の半径方向内側に
設定された膨出部は、その中途部までリングホルダ３４の中央穴３４ｃに挿入される。そ
して、リングホルダ３４の内フランジ３４ａの内周縁によってチャックリング３３のテー
パ部３３ｃが下方から支持される。その結果、リングホルダ３４内においてチャックリン
グ３３は、その面方向へ所定範囲内で移動可能とされていると共に、その面方向と直交す
る厚み方向（軸方向）へも所定範囲内で移動可能とされている。
【００３５】
このようなリングホルダ３４の形状に対応させて、上シェル１３の内面に設けた取付穴１
３ｅには、２つの環状凸部９８ａ，９８ｂが設けられている。２つの環状凸部９８ａ，９
８ｂはチャックリング３３の中心と同心になるように形成されており、内側に設定された
第１の環状凸部９８ａの内面にはチャックリング３３の位置規制部３３ｄの外面が対向さ
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れ、外側に設定された第２の環状凸部９８ｂの外面にはチャックリング３３のテーパ部３
３ｃの内面が対向される。これら第１及び第２の環状凸部９８ａ，９８ｂを設けることに
より、ディスク記録媒体装置１０を縦置きにした状態におけるチャックリング３３の傾き
を小さくすることができる。
【００３６】
このような上シェル１３の下面に下シェル１５が重ね合わされる。下シェル１５は、図１
、図２、図２７及び図２８に示すように、その外観形状は上シェル１３のそれと略同様と
されており、正面側が円弧形状とされた略四角形をなす薄い皿状の部材からなる。この下
シェル１５には、正面側に開口された外側開口部１７が設けられている。外側開口部１７
は、下シェル１５の略中央部に設けられたテーブル用開口部１７ａと、このテーブル用開
口部１７ａに連続して半径方向に延在され且つ前面に開口されるヘッド用開口部１７ｂと
からなっている。
【００３７】
外側開口部１７は、後述するテーブル駆動装置のターンテーブルと、同じく後述する光学
ピックアップ装置の光学ヘッドを、ディスク収納室１６内に収納される光ディスク１１に
臨ませるためのもので、これらが自由に出入りできる広さに設定されている。即ち、テー
ブル用開口部１７ａにはターンテーブルが出し入れされ、また、ヘッド用開口部１７ｂに
は光学ヘッドが出し入れされる。更に、下シェル１５の四隅には円弧状に連続された下内
面壁３６ａ，３６ｂ，３６ｃ及び３６ｄが形成されており、この内面壁３６ａ～３６ｄの
内側に下凹陥部１６ｂが設定されている。
【００３８】
また、下シェル１５の外側開口部１７の内面側周縁には、シャッタ部材との隙間を小さく
して気密性を高めるためのリブ３７が設けられている。リブ３７は、テーブル用開口部１
７ａの周縁に沿って半円状に形成された円弧状リブ部３７ａと、ヘッド用開口部１７ｂの
両縁に沿って平行に形成された直線状リブ部３７ｂ，３７ｂと、この直線状リブ部３７ｂ
とバランスを取るよう反対方向に延在されて形成された対称リブ部３７ｃ，３７ｃを有し
ている。そして、各直線状リブ部３７ｂ及び各対称リブ部３７ｃの外側には、各シャッタ
部材の１９ａ，１９ｂの外側にできる隙間を塞ぐための遮蔽部３８ａ，３８ｂが設けられ
ている。
【００３９】
更に、下シェル１５の下凹陥部１６ｂ内には、回転部材１４の回転運動に基づいて一対の
シャッタ部材１９ａ，１９ｂを開閉動作させる一対の操作凸部３９ａ，３９ｂが設けられ
ている。一対の操作凸部３９ａ，３９ｂは、一対のシャッタ部材１９ａ，１９ｂに対応す
るそれぞれの支点をなすもので、テーブル用開口部１７ａを挟むように外側開口部３５の
両側に配置されている。この操作凸部３９ａ，３９ｂを中心として各シャッタ部材１９ａ
，１９ｂが、一方において下シェル１５に回動自在に支持されている。
【００４０】
また、下シェル１５の外周縁には、下前面縁１５ａと左右の下側面縁１５ｂ，１５ｃと下
後面縁１５ｄとが設けられている。これら下前面縁１５ａ、下側面縁１５ｂ，１５ｃ及び
下後面縁１５ｄは、それぞれ高さ方向中途部に段部を設けて上部の肉厚を薄くした段付き
構造とされている。これら下前面縁１５ａ、下側面縁１５ｂ，１５ｃ及び下後面縁１５ｄ
の各薄肉部が上シェル１３の上前面縁１３ａ、上側面縁１３ｂ，１３ｃ及び上後面縁１３
ｄの内側にそれぞれ入り込み、各段部が上前面縁１３ａ、上側面縁１３ｂ，１３ｃ及び上
後面縁１３ｄの各下端面に当接される。
【００４１】
この下シェル１５の下前面縁１５ａの略中央部に開口されたヘッド用開口部１７ｂの開口
端４０ａが上シェル１３の第１の凹部２３ａに係合され、前側の位置決めがなされる。ま
た、下後面縁１５ｄの中央部には、上シェル１３の第２の凹部２３ｂに係合される位置決
め部４０ｂが設けられており、これにより後側の位置決めがなされる。この位置決め部４
０ｂの外側には、外面がラベルの貼付面とされたラベル貼付壁４１が設けられている。こ



(12) JP 4089357 B2 2008.5.28

10

20

30

40

50

のラベル貼付壁４１は、できるだけ広い平面部分を確保できるように上シェル１３側に大
きく突出されており、組立時には凹陥部１３d0に差し込まれる。
【００４２】
下シェル１５の一方の下前面縁１５ａ及び下側面縁１５ｃと下内面壁３６ｂとによって前
側下囲い壁４２ａが形成されている。更に、下後面縁１５ｄ及び下側面縁１５ｂと下内面
壁３６ｃとによって後側下囲い壁４２ｂが形成されている。そして、下後面縁１５ｄ及び
下側面縁１５ｃと下内面壁３６ｄとによって後側下囲い壁４２ｃが形成されている。これ
により、上下シェル１３，１５の組立時には、前側下囲い壁４２ａの内側に上シェル１３
の前側上囲い壁２４ａが嵌合される。そして、後側下囲い壁４２ｂの内側には後側上囲い
壁２４ｃが嵌合され、後側下囲い壁４２ｃの内側には後側上囲い壁２４ｅが嵌合される。
【００４３】
更に、下シェル１５の後側下囲い壁４２ｃの内側には、誤消去防止具２５が装着される下
凹陥部２６ｂが設けられている。この下凹陥部２６ｂは、開口窓２７の下半分を形成する
下切欠き２７ｂが設けられた下後面縁１５ｄと、下切欠き２７ｂの内側を囲うように設け
られた下収納壁２８ｂとで形成されている。この下凹陥部２６ｂの下面には、誤消去防止
具２５をガイドしてスライド方向を規制するガイド溝４３が設けられている。この下凹陥
部２６ｂと上凹陥部２６ａとでプラグ収納部２６が構成されている。
【００４４】
誤消去防止具２５は、図２６Ａに拡大して示すような構成を有している。即ち、誤消去防
止具２５は、全体として立方体のような形状とされていて、正面部２５ａには一側に突出
された突出部が設けられている。この正面部２５ａの突出部と反対側には、誤消去防止具
２５をスライド操作するための操作突起２５ｂが設けられている。更に、誤消去防止具２
５の下面には、下シェル１５のガイド溝４３に摺動可能に係合されるガイド突起２５ｃが
設けられている。また、正面部２５ａと反対側の背面には、ガイド部２９に係合させて脱
落を防止する係合部２５ｄが設けられている。この係合部２５ｄの近傍には、図示しない
が、ガイド部２９の切欠きに弾性的に係合される弾性片が設けられており、この弾性片の
弾性によってスライド操作時のクリック感が付与されている。
【００４５】
また、図２８に示すように、下シェル１５の４箇所の角部には、下シェル１５を上シェル
１３にネジ止めするための前取付穴４４ａ及び後取付穴４４ｂがそれぞれ設けられている
。各後取付穴４４ｂは、下シェル１５の内面に設けられた円筒状の筒軸部４５を貫通して
おり、各後取付穴４４ｂの内面側には上シェル１３のネジ止め突起３０が嵌合される。
【００４６】
更に、各筒軸部４５の近傍には位置決め軸部４６ａ，４６ｂが設けられている。第１の位
置決め軸部４６ａは平面円形の凸部とされている一方、第２の位置決め軸部４６ｂは平面
長円形の凸部とされている。そして、各位置決め軸部４６ａ，４６ｂの上端には、上下シ
ェル１３，１５間の位置合わせを行うための一対の基準突起４７，４７が設けられている
。一対の基準突起４７，４７は、それぞれ平面形状が円形とされていて、略同一の高さに
設定されている。
【００４７】
一対の基準突起４７，４７に対応させて上シェル１３には、図３２に示すように、一対の
基準穴４８，４８がそれぞれ設けられている。そして、各基準突起４７との干渉を避ける
ため上シェル１３の後側上囲い壁２４ｃ及び後側上囲い壁２４ｅには、図４に示すように
、円形に湾曲された逃げ部４９ａと長円形に湾曲された逃げ部４９ｂが設けられている。
【００４８】
また、下シェル１５の各位置決め軸部４６ａ，４６ｂには、基準突起４７と反対側の下面
に開口する一対の位置決め穴５０ａ，５０ｂが設けられている。これら一対の位置決め穴
５０ａ，５０ｂは、ディスク記録媒体装置１０をディスク記録再生装置の所定位置である
ディスク装着部に位置決めするためのものである。そのため、第１の位置決め穴５０ａは
平面円形とされている一方、第２の位置決め穴５０ｂは，位置決め時における横方向の寸



(13) JP 4089357 B2 2008.5.28

10

20

30

40

50

法誤差を吸収するため横長の長円形とされている。
【００４９】
このような構成を有する上シェル１３と下シェル１５を重ね合わせることによって形成さ
れる上下の凹陥部１６ａ，１６ｂ内に回転部材１４が回転自在に収納される。この上下シ
ェル１３，１５と回転部材１４とによってカートリッジ筐体１２が構成されている。
【００５０】
上下に重ね合わされた上下シェル１３，１５の一方の側縁部１３ｂ，１５ｂの略中央部に
は、回転部材１４の外周面の一部を露出させるための開口窓５２が設けられている。この
開口窓５２は、上シェル１３の接合部に設けた上切欠き部５２ａと、下シェル１５の接合
部に設けた下切欠き部５２ｂとによって形成されている。更に、上下シェル１３，１５の
一方の側縁部１３ｂ，１５ｂには、その接合面に沿って前後方向に延びる装填ガイド溝５
３が設けられている。装填ガイド溝５３は、後述するシャッタ開閉手段の挿入により回転
部材１４を回動操作するために設けたものである。
【００５１】
この装填ガイド溝５３に対応するよう他方の側縁部１３ｃ，１５ｃには、その接合面に沿
って前後方向の中途部まで延びる誤挿入検出溝５４が設けられている。装填ガイド溝５３
及び誤挿入検出溝５４は、上シェル１３及び下シェル１５にそれぞれ半分ずつ設けられて
おり、両シェル１３，１５を組み合わせることによって四角形の溝がそれぞれ形成されて
いる。この装填ガイド溝５３と誤挿入検出溝５４との組み合わせにより、ディスク記録媒
体装置１０をテーブル駆動装置に装着する際の誤挿入を防止して、常に正しい姿勢でディ
スク記録媒体装置１０を装着することができる。
【００５２】
更に、上下シェル１３，１５の一方の前縁部１３ａ，１５ａの内側にはロック収納部５５
が設けられている。そして、ロック収納部５５には、回転部材１４を所定位置でロックす
るためのロック部材５６が揺動可能に支持されている。ロック収納部５５は下凹陥部１６
ｂに連通されていると共に、一方の側縁部１３ｂ，１５ｂに設けられた開口穴５７を介し
て装填ガイド溝５３に連通されている。このロック収納部５５の一方を形成する下シェル
１５には、ロック部材５６を揺動自在に支持する支持軸５８が、上シェル１３側へ突出す
るように設けられている。
【００５３】
ロック部材５６は、図２６Ｂに拡大して示すように、支持軸５８に回動自在に嵌合されて
面方向へ揺動可能とされたレバー状の部材によって形成されている。即ち、ロック部材５
６は、リング状をなす回動軸部５６ａと、この回動軸部５６ａから一側に突出する操作ア
ーム５６ｂと、回動軸部５６ａから他側に突出するロックアーム５６ｃ及び弾性アーム５
６ｄとによって構成されている。操作アーム５６ｂの先端には側方に突出する入力部５６

b1が設けられている。また、ロックアーム５６ｃと弾性アーム５６ｄとの間には適当な大
きさの隙間が設定されており、ロックアーム５６ｃの先端にはロック爪５６c1が設けられ
、弾性アーム５６ｄの先端には支持頭部５６ｄ１が設けられている。
【００５４】
このような構成を有するロック部材５６は、図４４等に示すような状態で支持軸５８に取
り付けられる。即ち、ロック爪５６c1を下凹陥部１６ｂ側に向けた状態で回動軸部５６ａ
を支持軸５８に嵌合し、弾性アーム５６ｄの支持頭部５６ｄ１を下シェル１５の下前縁部
１５ａの内面に当接させる。これにより、弾性アーム５６ｄのバネ力によってロックアー
ム５６ｃが内側に付勢され、その先端のロック爪５６c1が下凹陥部１６ｂ内に突出される
。これと同時に、操作アーム５６ｂの入力部５６b1が開口穴５７に内側から挿入され、入
力部５６b1の先端が装填ガイド溝５３内に突出される。このようなバネ体であるロック部
材５６の材質としては、例えば、ポリアセタール（ＰＯＭ）が好適であるが、その他のエ
ンジニアリングプラスチックを適用することができることは勿論のこと、金属製のバネ材
を用いることもできる。
【００５５】
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このような上シェル１３及び下シェル１５の上下凹陥部１６ａ，１６ｂ内に回転自在に収
納される回転部材１４は、図１、図２、図７及び図８に示すような構成を備えている。こ
の回転部材１４は、円盤状の薄い板材からなる平面部１４ａと、この平面部１４ａの外周
縁に連続して設けられたリング部１４ｂを有している。この回転部材１４の平面部１４ａ
に内側開口部１８が形成されている。この内側開口部１８は、下シェル１５の外側開口部
１７と形状及び大きさが略等しく形成されている。
【００５６】
即ち、内側開口部１８も外側開口部１７と同様に、平面部１４ａの中央部に設定され且つ
ターンテーブルが出し入れされるテーブル用開口部１８ａと、このテーブル用開口部１８
ａに連続され且つ光学ヘッドが出し入れされるヘッド用開口部１８ｂを有している。そし
て、平面部１４ａのテーブル用開口部１８ａの内周縁には、自由状態において光ディスク
１１の内側非記録領域を下方から支える支持縁部１４ｃが設けられている。
【００５７】
また、回転部材１４のリング部１４ｂの外周面の一部には、シャッタ開閉手段により係合
されてその往復動作により回転部材１４を所定の角度範囲内において回動させる被操作部
６０が設けられている。この被操作部６０は、図７及び図８等に示すように、周方向の所
定範囲（略３０°程度）に渡って多数の歯が設けられたギア部６０ａと、このギア部６０
ａの一側に連続して設けられた前滑り部６０ｂと、ギア部６０ａの他側に連続して設けら
れた後滑り部６０ｃと、ギア部６０ａから周方向に所定距離離れた位置に設けられたラン
ド部６０ｄを有している。
【００５８】
被操作部６０の前滑り部６０ｂの外周面はギア部６０ａの歯先円と略同じ高さに設定され
、また、後滑り部６０ｃの外周面はギア部６０ａの歯底円と略同じ高さに設定されている
。そして、前滑り部６０ｂの周方向の略中央部には断面円弧状の切欠きからなる初期動作
用凹部６１ａが設けられ、後滑り部６０ｃの周方向の略中央部には断面台形状の切欠きか
らなるセット位置用凹部６１ｂが設けられている。
【００５９】
この被操作部６０のギア部６０ａ及び前後の滑り部６０ｂ，６０ｃがリング部１４ｂの外
周面から外側へ突出するように設けられているため、上シェル１３及び下シェル１５の対
応する部分には、図４及び図２８に示すように、これら突出部との接触を回避してその通
過を許容するための上逃げ部５２ａ及び下逃げ部５２ｂが設けられている。この上下逃げ
部５２ａ，５２ｂによって開口窓５２が構成されている。
【００６０】
かくして、下シェル１５と回転部材１４とロック部材５６とは、組立時において、次のよ
うな位置関係を有している。図４４～４７に示すように、下シェル１５の外側開口部１７
と回転部材１４の内側開口部１８とが最も大きく回転変位したシャッタ閉じ状態では、被
操作部６０の前滑り部６０ｂがカートリッジ筐体１２の開口窓５２に対向され、後滑り部
６０ｃの後端縁６３ｂが下シェル１５の開口端４０ａに当接される。このとき、ランド部
６０ｄの前滑り部６０ｂ側の端面縁６３ｃが下シェル１５の位置決め部４０ｂに対向され
る。また、ロック部材５６のロック爪５６c1が回転部材１４のセット位置用凹部６１ｂに
係合され、このロック部材５６によって回転部材１４がロックされた状態にある。
【００６１】
この状態から、ロック部材５６によるロックを解除して回転部材１４を所定方向に所定角
度だけ回動させると、外側開口部１７に内側開口部１８が合致され、内外開口部１７，１
８が大きく開かれる。その結果、内外開口部１７，１８を介してディスク収納部１６が開
口され、光ディスク１１の情報記録面の一部が露出される。このとき、前滑り部６０ｂの
前端縁６３ａが下シェル１５の位置決め部４０ｂに当接し、これ以上の回転部材１４の回
動が防止される。また、開口窓５２には後滑り部６０ｃのセット位置用凹部６１ｂが対向
されると共に、その後端縁６３ｂにロック部材５６のロック爪５６c1が係合され、これに
より回転部材１４がロック状態に保持される。
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【００６２】
また、回転部材１４のリング部１４ｂの開口側の端面には、周方向の２箇所に配置された
円弧状のカム突起６４が設けられている。これらのカム突起６４は、回転部材１４を上シ
ェル１３等に組み立てた状態において、上シェル１３のカム溝に係合される。そして、回
転部材１４が所定角度回転することにより、各カム突起６４がカム溝２２のカム部２２ａ
にそれぞれ乗り上げられ、これにより、回転部材１４が下シェル１５側に押圧される。
【００６３】
この回転部材１４の平面部１４ａには、一対のシャッタ部材１９ａ，１９ｂを当該平面部
１４ａの平面方向へ回動自在に支持するための一対の支持軸１４ｄ，１４ｄが設けられて
いる。一対の支持軸１４ｄ，１４ｄは、一対のシャッタ部材１９ａ，１９ｂに対応するそ
れぞれの支点をなすもので、テーブル用開口部１８ａを中心にして一方がヘッド用開口部
１８ｂの縁部分に位置するよう点対称に配設されている。
【００６４】
この一対の支持軸１４ｄ，１４ｄを介して回転部材１４に取り付けられるシャッタ機構１
９を構成する一対のシャッタ部材１９ａ，１９ｂは、略同一の形状及び大きさとされた２
枚のシャッタ部材１９ａ，１９ｂからなっている。一対のシャッタ部材１９ａ，１９ｂは
、図９～図１８に示すような形状及び構造を有している。即ち、一対のシャッタ部材１９
ａ，１９ｂは、図９及び図１０に示すように、略半円形をなす薄い板体によって形成され
ている。そして、各シャッタ部材１９ａ，１９ｂの弦側辺が、一対のシャッタ部材１９ａ
，１９ｂの閉位置において互いに接合する接合部６６とされている。
【００６５】
図１１及び図１５に示すように、各シャッタ部材１９ａ，１９ｂの弦側辺の一側部には、
それぞれ軸受孔６５ａが設けられている。各軸受孔６５ａには、回転部材１４に設けた一
対の支持軸１４ｄがそれぞれ回動自在に嵌合され、各支持軸１４ｄの先端部をカシメ加工
することによって一対のシャッタ部材１９ａ，１９ｂが回転部材１４の平面部１４ａ上に
載置されて旋回運動自在に取り付けられる。この際、一対のシャッタ部材１９ａ，１９ｂ
は、互いの弦側を対向させて取り付けるようにする。
【００６６】
一対のシャッタ部材１９ａ，１９ｂの接合部６６には、互いに係合可能な凹凸部が、その
略全長に渡って設けられている。そして、係合部６６の弦側辺の中央部には、その弦側辺
と直交する方向に延在された段部６６ａが設けられており、この段部６６ａによって弦側
辺の両側に凸側接合部６６ｂと凹側接合部６６ｃとがそれぞれ形成されている。これによ
り、各シャッタ部材１９ａ，１９ｂの接合部６６において、中央の段部６６ａから回動中
心となる軸受孔６５ａの近傍まで凸側接合部６６ｂが設定され、これとは反対側の段部６
６ａから先端部の近傍まで凹側接合部６６ｃが設定されている。
【００６７】
図１１～図１４に示すように、第１のシャッタ部材１９ａの凸側接合部６６ｂには、その
接合面側に開口されると共に、その接合部が延在される長手方向に連続され且つ断面形状
がＶ字状（Ｖ溝）をなす長溝部１０１が設けられている。また、第１のシャッタ部材１９
ａの凹側接合部６６ｃには、その接合面側に突出されると共に、その接合部が延在される
長手方向に連続され且つ断面形状が楔状をなす突条部１０２が設けられている。この長溝
部１０１と突条部１０２が、接合部６６に設けられる凹凸部の一方の第１の具体例を示し
ている。更に、長溝部１０１と突条部１０２が連続する部分に段部６６ａが設けられてい
て、この段部６６ａに中央溝部１０９が設けられている（図１１、図１２及び図１４Ａ，
Ｂ）。
【００６８】
また、図１６～図１８に示すように、第２のシャッタ部材１９ｂの凸側接合部６６ｂには
、その接合面側に開口されると共に、その接合部が延在される長手方向に連続され且つ断
面形状がＶ字状（Ｖ溝）をなす長溝部（凹凸部）１０３が設けられている。また、第２の
シャッタ部材１９ｂの凹側接合部６６ｃには、その接合面側に突出されると共に、その接
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合部が延在される長手方向に連続され且つ断面形状が楔状をなす突条部（凹凸部）１０４
が設けられている。この長溝部１０３と突条部１０４が、接合部６６に設けられる凹凸部
の他方の第１の具体例を示している。そして、長溝部１０３と突条部１０４が連続する部
分に段部６６ａが設けられていて、この段部６６ａに、中央溝部１０９に係合される中央
突部１１０が設けられている（図１５、図１６及び図１８Ａ）。
【００６９】
図１４Ｃ、図１７Ａ，Ｂ及び図２０に示すように、それぞれの長溝部１０１，１０３及び
突条部１０２，１０４は、その延在する方向の中途部においてクランク状に折り曲げられ
た折曲部１０１ａ，１０３ａ及び１０２ａ，１０４ａが設けられている。これらの折曲部
１０１ａ～１０４ａは、各シャッタ部材１９ａ，１９ｂの厚みが場所によって異なるため
、これに対応するように設けたものである。即ち、各シャッタ部材１９ａ，１９ｂの板厚
が厚い部分では問題とならないが、板厚の薄い部分では長溝部１０１，１０３及び突条部
１０２，１０４の幅を適当な厚みに取ることができないことから、これらを所定の厚みに
保持するため、これらを一側に変位させることによって折曲部１０１ａ～１０４ａが形成
されたものである。
【００７０】
また、一対のシャッタ部材１９ａ，１９ｂの接合部６６には、それぞれガイド凸部１０５
とガイド凹部１０６とが設けられている。ガイド凸部１０５は、一対のシャッタ部材１９
ａ，１９ｂが閉じられるとき、突条部１０２及び１０４がそれぞれに対応される長溝部１
０１及び１０３にスムースに係合できるようにするために設けたもので、軸受孔６５ａの
近傍に設定されている。また、ガイド凹部１０６は、シャッタ閉位置において、対応する
シャッタ部材１９ａ（又は１９ｂ）のガイド凸部１０５を収納するために設けたもので、
軸受孔６５ａと反対側の端部に設定されている。
【００７１】
更に又、一対のシャッタ部材１９ａ，１９ｂの接合部６６には、それぞれ中心側凸部１０
７と先端側凹部１０８とが設けられている。中心側凸部１０７は、接合部６６の軸受孔６
５ａ側における防塵性を高めるために設けたもので、軸受孔６５ａ側の端部に設定されて
いる。また、先端側凹部１０８は、シャッタ閉位置において、対応するシャッタ部材１９
ａ（又は１９ｂ）の中心側凸部１０７を収納するために設けたもので、軸受孔６５ａと反
対側の端部に設定されている。
【００７２】
また、各シャッタ部材１９ａ，１９ｂには、図１１及び図１５等に示すように、回転部材
１４の回転動作を介して当該シャッタ部材１９ａ，１９ｂに開口部１７，１８の開閉運動
を与えるための開閉溝６８がそれぞれ設けられている。各開閉溝６８は、その一端が各シ
ャッタ部材１９ａ，１９ｂの略中央部に設定されており、その一端と軸受孔６５ａとを結
ぶ線の延長線上外側に延在するように形成されている。一対の開閉溝６８の外側の端部に
は、周囲に切り込みを入れることによって形成された弾性片６９ａと、下シェル１５の操
作凸部３９ａ，３９ｂを逃がすための凹部６９ｂとが設けられている。この一対の開閉溝
６８には、下シェル１５の一対の操作凸部３９ａ，３９ｂの対応する操作凸部が摺動可能
に係合される。
【００７３】
更に、一対のシャッタ部材１９ａ，１９ｂには、開口部１７，１８を完全に閉じた状態に
おいて下シェル１５のリブ３７と対応する形状をなす凹溝からなるリブ逃げ溝７０が設け
られている。即ち、リブ逃げ溝７０は、リブ３７の円弧状リブ部３７ａ及び一対の直線状
リブ部３７ｂ，３７ｂに対応された形状として略Ｕ字状に形成されており、その反対側に
は対称リブ部３７ｃ，３７ｃに対応された平面状の逃げ面７０ａが設けられている。この
リブ逃げ溝７０とリブ３７とにより、図３０及び図３３に示すように、クランク状をなす
迷路のような防塵用隙間７１が構成されている。
【００７４】
この防塵用隙間７１は、迷路のような隙間を設けることによって塵や埃等の侵入を防止す
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ることを目的とするものである。この防塵用隙間７１は、回転部材１４を所定方向に回転
して一対のシャッタ部材１９ａ，１９ｂで開口部１７，１８を完全に閉じることによって
形成される。このように、一対のシャッタ部材１９ａ，１９ｂと下シェル１５との合わせ
面において、クランク状をなす迷路のような隙間を形成することにより、塵や埃等を通り
難くしてディスク収納室１６内に塵や埃等が侵入するのを防止又は効果的に抑制すること
ができる。
【００７５】
かくして、図１０に示すように、一対のシャッタ部材１９ａ，１９ｂを組み合わせること
により、互いに凸側接合部６６ｂの端面と凹側接合部６６ｃの端面とがそれぞれ対向され
、両者は中央の段部６６ａによって交差される。そして、互いに対向される凸側接合部６
６ｂの長溝部１０１（及び１０３）に凹側接合部６６ｃの突条部１０２（及び１０４）が
係合される。これにより、一対のシャッタ部材１９ａ，１９ｂの接合部６６には、閉じ合
せ方向に対して凹凸となるクランク状の接触面（或いは隙間）が形成されるため、これに
より塵や埃等の通過を抑制することができ、シャッタ接合部における防塵性能を向上させ
ることができる。
【００７６】
このような構成を有する一対のシャッタ部材１９ａ，１９ｂは、図１９や図２１等に示す
ように、互いの弦側辺を対向させた状態で回転部材１４に取り付けられる。従って、一対
のシャッタ部材１９ａ，１９ｂをそれぞれ外側へ離反させるように回動させることにより
、各シャッタ部材１９ａ，１９ｂは回転部材１４の平面部１４ａ上を外側に回動し、これ
により内側開口部１８が開かれる。一方、一対のシャッタ部材１９ａ，１９ｂをそれぞれ
内側へ回動させて対応する凸側接合部６６ｂ及び凹側接合部６６ｃをそれぞれ当接させる
ことにより、一対のシャッタ部材１９ａ，１９ｂが略円形となり、その一対のシャッタ部
材１９ａ，１９ｂによって内側開口部１８の中央部が完全に遮蔽される。
【００７７】
尚、この実施例とは逆に、上述したリブ３７を一対のシャッタ部材１９ａ，１９ｂに設け
、これに対応するリブ逃げ溝７０を下シェル１５に設ける構成とすることによっても上述
した実施例と同様の効果を得ることができる。また、この実施例では、回転部材１４の平
面部１４ａ側においてその外周縁とシャッタ部材１９ａ，１９ｂとの間には隙間が設定さ
れているが、その隙間を下シェル１５に設けた遮蔽部３８ａによって塞ぐようにしたため
、かかる隙間からの塵や埃等の侵入を防止することができる。
【００７８】
上述した一対のシャッタ部材１９ａ，１９ｂが、図２１に示すように、内側開口部１８を
開閉できるよう回転部材１４に所定の位置関係を持って組み立てられている。そして、一
対のシャッタ部材１９ａ，１９ｂを有する回転部材１４が、図３２及び図４４等に示すよ
うに、上シェル１３及び下シェル１５に対して所定の位置関係を持って組み立てられてい
る。
【００７９】
即ち、カートリッジ筐体１２の組立時、下シェル１５の外側開口部１７に回転部材１４の
内側開口部１８を対向させるように重ね合わせる。このとき、カートリッジ筐体１２の開
口窓５２には、回転部材１４の被操作部６０のうち、ギア部６０ａの一側に連続する前滑
り部６０ｂを配置する。これにより、開口窓５２の略中央部に初期動作用凹部６１ａが設
置される。この回転部材１４と上シェル１３とによって円形の空間部からなるディスク収
納室１６が形成されている。
【００８０】
このディスク収納室１６内に、ディスク状記録媒体の一具体例を示す光ディスク１１が半
径方向外側及び厚み方向に所定の隙間を持たせて回転自在に収納されている。このとき、
光ディスク１１が片面にのみ情報記録面を設けた片面記録方式のものである場合には、そ
の情報記録面を開口部１７，１８に対向させるように収納する。その結果、光ディスク１
１の他面であるラベル貼付面が上シェル１３側に設定され、ディスク中央のセンタ穴１１
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ａにチャックリング３３が対向される。
【００８１】
光ディスク１１は、中央部にセンタ穴１１ａが設けられた厚みの薄い円板状の記録部材か
らなる。この光ディスク１１のセンタ穴１１ａには、図３３に示すように、ディスク記録
再生装置７３に内蔵されるテーブル駆動装置のターンテーブル８１が嵌合される。このタ
ーンテーブル８１に内蔵されたマグネット９７の磁力によってチャックリング３３が吸着
され、図３４に示すように、チャックリング３３とターンテーブル８１とで光ディスク１
１が挟持されて回転方向に一体化される。そして、ターンテーブル８１が取り付けられる
スピンドルモータ７５の駆動により、ターンテーブル８１と一体に光ディスク１１が所定
速度（例えば、線速度一定）で回転される。
【００８２】
上述した上シェル１３、回転部材１４、下シェル１５、シャッタ部材１９ａ，１９ｂ、誤
消去防止具２５及びリングホルダ３４の材質としては、例えば、ＡＢＳ樹脂（アクリロニ
トリル・ブタジエン・スチレン樹脂）やＨＩＰＳ（高衝撃性ポリスチレン）等の合成樹脂
が好適である。しかしながら、その他のエンジニアリングプラスチックを適用できること
は勿論のこと、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他の金属材料を用いることもできる
。また、チャックリング３３の材質としては、上述したステンレス鋼に限られるものでは
なく、鉄その他の磁性体からなる金属は勿論のこと、例えば、プラスチックに磁性材料を
含有させて磁性体としたものを適用することもできる。
【００８３】
上述したような構成を有するディスク記録媒体装置１０は、例えば、次のようにして簡単
に組み立てることができる。このディスク記録媒体装置１０の組立作業は、上シェル１３
を下に配置した状態で行われる。まず、上シェル１３の上凹陥部１６ａ内に光ディスク１
１を載置する。このとき、光ディスク１１は、情報記録面を下にして上凹陥部１６ａ内に
入れ込む。
【００８４】
次に、光ディスク１１を覆うように回転部材１４の開口側を上凹陥部１６ａに嵌合させる
。これにより、回転部材１４と上シェル１３とで形成されるディスク収納室１６内に光デ
ィスク１１が回転自在に収納される。このとき、回転部材１４の内側開口部１８が延在す
る方向を上シェル１３の前後方向に一致させ、被操作部６０の前滑り部６０ｂを開口窓５
２に臨ませる。
【００８５】
尚、シャッタ機構１９は、予め回転部材１４に組み立てておくと良い。その際には、一対
のシャッタ部材１９ａ，１９ｂの互いの弦側を対向させ、各軸受穴６５ａを回転部材１４
の各支持軸１４ｄに嵌合させて、平面部１４ａ上にそれぞれ載置させる。そして、各支持
軸１４ｄの先端部をカシメ加工することにより、一対のシャッタ部材１９ａ，１９ｂが内
側開口部１８を開閉可能な状態で平面部１４ａに取り付けられる。
【００８６】
次に、ロック収納部５５の支持軸５８にロック部材５６を取り付ける。この際、ロック部
材５６の弾性アーム５６ｄの支持頭部５６ｄ１を上シェル１３の上前縁部１３ａの内面に
当接させ、この弾性アーム５６ｄのバネ力によって操作アーム５６ｂの入力部５６b1をカ
ートリッジ筐体１２の開口穴５７から装填ガイド溝５３内に突出させる。そして、ロック
部材５６のロックアーム５６ｃのロック爪５６c1を被操作部６０のセット位置用凹部６１
ｂに係合させる。その結果、回転部材１４がロック部材５６によってロックされる。
【００８７】
これと同時に、又は前後して、誤消去防止具２５をプラグ収納部２６に装着する。この場
合、ガイド突起２５ｃ側から挿入し、係合部２５ｄをガイド部２９に係合させると共に、
操作突起２５ｂを開口窓２７の下切欠き２７ｂに係合させる。
【００８８】
次に、シャッタ機構１９を含む回転部材１４の上に下シェル１５を被せ、この下シェル１
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５を上シェル１３に重ね合わせる。このとき、下シェル１５の開口端４０ａを上シェル１
３の第１の凹部２３ａに嵌め合わせると共に、下シェル１５の位置決め部４０ｂを上シェ
ル１３の第２の凹部２３ｂに嵌め込合わせる。これと同時に、上シェル１３の各逃げ部４
９ａ，４９ｂに下シェル１５の各位置決め軸部４６ａ，４６ｂが嵌合される。そして、各
位置決め軸部４６ａ，４６ｂに設けた基準突起４７が上シェル１３の各基準穴４８に嵌合
される。これらによって下シェル１５が上シェル１３に対して自動的に位置決めされる。
【００８９】
この際、一対のシャッタ部材１９ａ，１９ｂを図１９に示す状態に設定しておくことによ
り、下シェル１５の下凹陥部１６ｂ内に設けた一対の操作凸部３９ａ，３９ｂを各シャッ
タ部材１９ａ，１９ｂに設けた開閉溝６８の凹部６９ｂにそれぞれ対向させることができ
る。そのため、一対の開閉溝６８の位置を気に掛けることなく、下シェル１５を上シェル
１３に重ね合わせるだけで一対の操作凸部３９ａ，３９ｂを一対の開閉溝６８，６８に簡
単に係合させることができる。
【００９０】
その後、複数本の固定ネジを用いて下シェル１５を上シェル１３に締め付け固定する。こ
れにより、図２９に示すような外観形状と、図３２に示すような断面構成を有するディス
ク記録媒体装置１０の組立作業が完了する。この場合、固定ネジ等の別部材からなる固着
手段を用いることなく、例えば、接着剤等を用いて上シェル１３と下シェル１５の接合面
を直に接合する構成とすることもできる。このように、本実施例に係るディスク記録媒体
装置１０によれば、使用される構成部品の点数が比較的少なく、簡単に組立作業を行うこ
とができる。
【００９１】
上述したような構成を有するディスク記録媒体装置１０によれば、小さい力によって回転
部材１４を回動させることができ、従って、小さい駆動力によって一対のシャッタ部材１
９ａ，１９ｂを開閉動作させることができる一方、外部から入力される衝撃や振動に対し
ては回転部材１４に抵抗力を働かせて一対のシャッタ部材１９ａ，１９ｂを開き難くする
ことができる。
【００９２】
このようなディスク記録媒体装置１０は、例えば、図３８に示すような構成を備えたディ
スク記録再生装置７３に用いることができる。このディスク記録再生装置７３は、テーブ
ル駆動装置７８で光ディスク１１をチャッキングして回転駆動すると共に、光学ピックア
ップ装置７９で光ディスク１１の情報記録面に対してレーザ光を照射して情報信号の読み
出し及び書き込みを行うもので、シャーシ７４に搭載されている。
【００９３】
シャーシ７４は砲弾の先端部を切り取ったような平面形状を有しており、その周縁を連続
させて上方へ折り曲げることにより補強用リブ７４ａが設けられている。そして、補強用
リブ７４ａの４個所には、このシャーシ７４を図４１及び図４２に示すような装置本体側
の部材に支持するための支持突起７４ｂが設けられている。
【００９４】
このシャーシ７４の略中央部に、スピンドルモータ７５が搭載されたモータベース板７６
が固定ネジ等の固着手段によって固定されている。シャーシ７４のスピンドルモータ７５
を挟んで長手方向の両側には、ともに四角形とされた第１の開口部７７ａと第２の開口部
７７ｂとが設けられている。そして、第１の開口部７７ａに関連させてテーブル駆動装置
７８が取り付けられている。尚、第２の開口部７７ｂは、図示しない別のテーブル駆動装
置を取り付けるために使用されるものである。
【００９５】
ディスク記録再生装置７３は、光ディスク１１を所定速度（例えば、線速度一定）で回転
駆動するテーブル駆動装置７８と、情報信号の書き込み及び読み出しを行うピックアップ
装置の一具体例を示す光学ピックアップ装置７９と、この光学ピックアップ装置７９をテ
ーブル駆動装置７８に対して進退動作させるピックアップ移動装置８０等を備えている。
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【００９６】
テーブル駆動装置７８は、スピンドルモータ７５と、このスピンドルモータ７５の回転部
に一体に設けられたターンテーブル８１等を備えて構成されている。スピンドルモータ７
５は、薄い板金製のモータベース板７６上に取り付けられており、そのモータベース板７
６の上面にはフレキシブル配線板７６ａが接着剤等の固着手段によって固定されている。
そして、フレキシブル配線板７６ａの配線回路には、スピンドルモータ７５の配線とテー
ブル駆動用コネクタの配線とが接続されている。更に、コネクタには複数のフレキシブル
配線板７６ｂが固定されている。
【００９７】
スピンドルモータ７５は、図３３及び図３４に示すように、モータベース板７６に固定さ
れる固定部７５ａと、この固定部７５ａによって回転自在に支持された回転部７５ｂを有
し、回転部７５ｂの回転中心となる回転軸にターンテーブル８１が一体的に設けられてい
る。ターンテーブル８１は、光ディスク１１のセンタ穴１１ａに嵌合される嵌合部８１ａ
と、この嵌合部８１ａの下部に配置されると共にセンタ穴１１ａの周縁部が載置される載
置部８１ｂ等を有している。そして、嵌合部８１ａの内部にマグネット９７が内蔵されて
いる。このターンテーブル８１に対してチャックリング３３が対向され、載置部８１ｂ上
に載置された光ディスク１１を、マグネット９７で吸引されるチャックリング３３の吸着
力で挟持することにより、光ディスク１１がチャッキングされてターンテーブル８１と一
体的に回転可能な状態となる。
【００９８】
また、図３８に示すように、スピンドルモータ７５を両側から挟むように一対のガイド軸
８２ａ，８２ｂが、互いに平行となるように配置されている。一対のガイド軸８２ａ，８
２ｂは、外周面が平滑とされた丸棒状の部材によって形成されている。そして、第１のガ
イド軸８２ａは調整プレート８３によって両端支持され、第２のガイド軸８２ｂはシャー
シ７４によって両端支持されている。
【００９９】
調整プレート８３は、シャーシ７４に対して姿勢変更可能に取り付けられており、この調
整プレート８３の姿勢を変更することによって一対のガイド軸８２ａ，８２ｂ間の平行度
が調整可能とされている。この一対のガイド軸８２ａ，８２ｂによって光学ピックアップ
装置７９が、ターンテーブル８１に対して接近及び離反するよう進退移動可能に支持され
ている。一対のガイド軸８２ａ，８２ｂの一方の端部はスピンドルモータ７５の両側に配
置され、他方の端部は平行とされてスピンドルモータ７５から離れる方向に延在されてい
る。
【０１００】
光学ピックアップ装置７９は、一対のガイド軸８２ａ，８２ｂにガイドされて摺動するス
ライド部材８４と、このスライド部材８４に載置されて往復移動される光学ヘッド等を備
えて構成されている。スライド部材８４は、一対のガイド軸８２ａ，８２ｂを跨ぐことが
できる大きさであって、剛性を高くするためにブロック状に形成されている。このスライ
ド部材８４の長手方向の一側には、これと交差する幅方向に対をなす軸受部８４ａが設け
られており、これら軸受部８４ａに第１のガイド軸８２ａが摺動自在に挿通されている。
更に、スライド部材８４の長手方向の他側には、第２のガイド軸８２ｂが摺動自在に挿通
される図に現れない挿通孔が設けられている。この挿通孔は第２のガイド軸８２ｂの直径
よりも大きく形成されており、その隙間の分だけスライド部材８４が、第１のガイド軸８
２ａを回動中心として上下方向へ傾動可能とされている。
【０１０１】
光学ピックアップ装置７９の光学ヘッドは、対物レンズ７９ａを有する２軸アクチュエー
タと、この２軸アクチュエータを介して情報信号の記録及び再生を行う半導体レーザや光
電変換素子等を有する光学制御部等を備えて構成されている。２軸アクチュエータの大部
分はヘッドカバー７９ｂによって覆われており、このヘッドカバー７９ｂに設けた開口部
から対物レンズ７９ａが露出されている。この対物レンズ７９ａが、ターンテーブル８１
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に装着された光ディスク１１の情報記録面に対向される。
【０１０２】
一対のガイド軸８２ａ，８２ｂのうち第１のガイド軸８２ａは、調整プレート８３に設け
た一対の軸支持片８３ａ，８３ａによって支持されている。各軸支持片８３ａには軸押え
板８３ｂが対をなすように設けられており、これらを固定ネジ８３ｃでネジ止めすること
によって第１のガイド軸８２ａが固定支持されている。また、第２のガイド軸８２ｂは、
シャーシ７４に設けた一対の軸支持片７４ｃ，７４ｃに支持されており、それぞれ軸押え
板７４ｄにより押えられて、固定ネジ７４ｅでネジ止めすることによって固定支持されて
いる。そして、調整プレート８３にはピックアップ移動装置である送りねじ駆動装置９８
が取り付けられている。
【０１０３】
送りねじ駆動装置９８は、図３９に拡大して示すように、送りねじ８５と送りモータ８６
と支持プレート８７と動力伝達部材８８等を備えて構成されている。送りねじ８５は、ガ
イド軸８２ａ，８２ｂよりも少々短い丸棒の外周面に、螺旋状に延在された１条のねじ溝
８５ａを軸方向の略全長に渡って設けることにより形成されている。この送りねじ８５の
ねじ形状は、溝の両側面に若干の傾斜を持たせた断面形状が台形をなす台形ネジが好適で
あるが、断面形状が四角形をなす角ネジであってもよく、また、断面形状が半円形をなす
半円形ネジとすることもでき、その他の周知形状のねじを適用することができる。
【０１０４】
送りねじ８５は、駆動源である送りモータ８６の回転軸を兼ねており、送りモータ８６に
よって直接回転駆動される。送りモータ８６は、円筒状のモータケース８６ａと、このモ
ータケース８６ａの一方の開口部を閉じるケースカバー８６ｂとを有している。モータケ
ース８６ａは、支持プレート８７のモータ支持片８７ａにカシメ等の固着手段により固定
されて一体的に構成されている。このモータケース８６ａの内周面には、リング状に巻か
れたコイル部が嵌合固定され、その内側にリング状のマグネットが圧入等の固着手段によ
って嵌合されている。
【０１０５】
支持プレート８７は、送りねじ８５と同程度の長さを有する板金製の細長い板材によって
形成されている。この支持プレート８７の長手方向の両端に、同方向へ立ち上げることに
より互いに平行となるように対向されたモータ支持片８７ａとネジ支持片８７ｂとが設け
られている。モータ支持片８７ａの中央部には貫通孔８８ａが設けられ、ネジ支持片８７
ｂの上部で貫通孔８８ａと対応する高さ位置には嵌合孔８８ｂが設けられている。このモ
ータ支持片８７ａの外面に送りモータ８６が固定され、送りねじ８５が貫通孔８８ａに貫
通されている。そして、送りねじ８５の先端部が、嵌合孔８８ｂに嵌合固定される軸受部
材によって回動自在に支持されている。
【０１０６】
また、支持プレート８７には、その幅方向の一辺を長手方向に連続させて立ち上げること
によりガイド突条８７ｃが設けられている。このガイド突条８７ｃは、送りねじ８５の略
真下に配置されていると共に、送りねじ８５の軸心線と略平行となるように延在されてい
る。更に、支持プレート８７には２つの挿通孔８７ｄと、２つの位置決め孔８７ｅとが設
けられている。２つの位置決め孔８７ｅによって支持プレート８７が所定位置に位置決め
され、挿通孔８７ｄに挿通される取付ネジ８９ａによって調整プレート８３に取り付けら
れている。
【０１０７】
動力伝達部材の一具体例を示す送りナット９０は、送りねじ８５の回転力を直線運動に変
換してスライド部材８４に伝達するもので、第１のナット部材９０ａ及び第２のナット部
材９０ｂと、両ナット部材９０ａ，９０ｂを互いに離反する方向へ付勢するコイルばね９
０ｃとから構成されている。
【０１０８】
第１のナット部材９０ａはブロック状に形成されたナット本体と、このナット本体の一面
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側に連続して形成された円筒状の筒軸部とを有し、これらを貫通する軸方向孔の一側に送
りねじ８５のねじ溝８５ａに螺合される第１のねじ部９０a1が設けられている。更に、第
１のナット部材９０ａには、軸方向と直交する側方へ突出する突出部９０a2が設けられて
いる。この突出部９０a2には筒軸部が延びる方向に延在されたスリットが設けられており
、このスリットに支持プレート８７のガイド突条８７ｃが摺動自在に係合されている。
【０１０９】
また、第２のナット部材９０ｂは、スリーブ状に形成された円筒体からなり、その中心部
に軸方向孔が貫通されている。軸方向孔の一側には、送りねじ８５のねじ溝８５ａに螺合
される第２のねじ部９０b1が設けられている。更に、軸方向孔には第１のナット部材９０
ａの筒軸部が挿脱可能に嵌合される嵌合穴が設けられており、この嵌合穴に半径方向内側
に突出したキー状突起が設けられている。この第２のナット部材９０ｂと第１のナット部
材９０ａとの間にコイルばね９０ｃが介在され、そのバネ力で一対のナット部材９０ａ，
９０ｂを離反する方向へ付勢することにより、送りナット９０と送りねじ８５との間に生
ずる軸方向のガタを吸収するようにしている。
【０１１０】
このような構成を有する第１及び第２のナット部材９０ａ，９０ｂとコイルばね９０ｃと
が、一体的に組み合わされて送りねじ８５に組み立てられている。これらの組立作業は、
例えば、次のようなものである。まず、第１のナット部材９０ａの筒軸部にコイルばね９
０ｃを挿入した後、その筒軸部を第２のナット部材９０ｂの筒軸部の嵌合穴に嵌合させる
。次に、両ナット部材９０ａ，９０ｂが組み合わされた送りナット９０に、送りねじ８５
を挿通させる。
【０１１１】
この場合、両ナット部材９０ａ，９０ｂを互いに近づけてコイルばね９０ｃを少々押し縮
め、この圧縮状態を保持して送りねじ８５を回しながら差し込むようにする。これにより
、送りねじ８５のねじ溝８５ａに第１のナット部材９０ａのねじ部が噛み合わされ、その
ねじ溝８５ａに第２のナット部材９０ｂのねじ部が同時に噛み合わされる。そのため、コ
イルばね９０ｃのバネ力により、第１のナット部材９０ａが送りモータ８６から離れる方
向に付勢され、第２のナット部材９０ｂが送りモータ８６に近づく方向に付勢される。
【０１１２】
その結果、図３９において、第１のナット部材９０ａのねじ部では、図中左側のねじ面が
送りねじ８５の左側のねじ面に押圧され、右側のねじ面間に隙間が発生する。同様に、第
２のナット部材９０ｂのねじ部では、図中右側のねじ面が送りねじ８５の右側のねじ面に
押圧され、左側のねじ面間に隙間が発生する。これにより、送りナット９０全体の隙間を
無くすことができ、送りねじ８５との間のガタを吸収することができる。そして、第１の
ナット部材９０ａの突出部９０a2に設けたスリットが支持プレート８７のガイド突条８７
ｃに係合されているため、送りナット９０を送りねじ８５の軸方向へ直線的に移動させる
ことができる。
【０１１３】
更に、第１のナット部材９０ａには、側方に突出する駆動突起９０ｄが設けられている。
この駆動突起９０ｄには、スライド部材８４に固定される突起受け部材９１が係合されて
おり、この突起受け部材９１を介して送りナット９０の移動力がスライド部材８４に伝達
される。突起受け部材９１は、スライド部材８４に固定するための固定片９１ａと、この
固定片９１ａに連続された支持片９１ｂと、支持片９１ｂに連続された弾性片９１ｃを有
している。
【０１１４】
固定片９１ａは細長い板材からなり、その長手方向中途部の幅方向一側にＬ字状の支持片
９１ｂが設けられている。そして、支持片９１ｂの自由端側の先端角部に、駆動突起９０
ｄを受けて支持するための切欠きからなる支持部９１ｄが設けられている。弾性片９１ｃ
は、三角形に折り曲げて２つの角部を設けることによって適度な強さの弾性が付与されて
おり、先端の折曲部を押え部９１ｅとして形成して支持部９１ｄに対向させている。更に
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、固定片９１ａには、突起受け部材９１をスライド部材８４に取り付けるための複数の挿
通孔が設けられており、固定ネジ等の固着手段によって取り付けられる。
【０１１５】
このように取り付けられる突起受け部材９１の支持部９１ｄと押え部９１ｅとの間に、送
りねじ８５に装着されている送りナット９０の駆動突起９０ｄが挿入される。そして、弾
性片９１ｃのバネ力によって駆動突起９０ｄが支持部９１ｄと押え部９１ｅとで挟持され
、これにより、送りナット９０とスライド部材８４との間に力の伝達が可能となる。
【０１１６】
調整プレート８３及び支持プレート８７の材質としては、例えば、ステンレス鋼板が好適
であるが、スチール鋼板その他の金属製プレートを用いることができることは勿論のこと
、強度の大きなエンジニアリングプラスチックを用いることもできる。また、送りねじ８
５の材質としては、例えば、ステンレス鋼等のように錆難く、十分に大きな強度を有する
金属材料が好適である。更に、突起受け部材９１の材質としては、例えば、弾性の大きな
ステンレス鋼板が好適であるが、その他の板材を用いることもできる。
【０１１７】
上述した一対のガイド軸８２ａ，８２ｂと調整プレート８３と送りねじ駆動装置９８とに
よって光学ピックアップ装置７９をターンテーブル８１に対して進退動作させるピックア
ップ移動装置８０が構成されている。
【０１１８】
次に、ディスク記録再生装置７３の記録再生装置本体９２について説明する。図４０は、
記録再生装置本体９２の一具体例を示すもので、次のような構成要素を備えて構成されて
いる。即ち、記録再生装置本体９２は、システムコントローラＳ１とメモリーコントロー
ラＳ５とドライブコントローラＤ１との３つの制御装置を備えている。
【０１１９】
システムコントローラＳ１とメモリーコントローラＳ５とは直に接続されていて、その接
続ラインには読取り専用記憶装置（ＲＯＭ）Ｓ２と読取り書込み記憶装置（ＲＡＭ）Ｓ３
とが接続されている。更に、メモリーコントローラＳ５には、メモリーＳ４とＭＰＥＧ２
（３Ｍ～４０Ｍbps に対応した既存のテレビ放送、ＨＤＴＶ、広帯域ＩＳＤＮなどに応用
される動画圧縮方式）用のエンコーダーＳ６及びＭＰＥＧ２用のデコーダーＳ７とが接続
されている。更に、システムコントローラＳ１には、コントロールパネルＳ８とリモコン
受信部Ｓ９が接続されている。
【０１２０】
また、ドライブコントローラＤ１には誤り訂正処理回路（ＥＣＣ）Ｄ４が接続されていて
、その接続ラインには記憶装置（ＲＯＭ）Ｄ２及び記憶装置（ＲＡＭ）Ｄ３と、サーボ回
路Ｄ６及びアドレスデコーダーＤ７が接続されている。更に、ドライブコントローラＤ１
には記録時のエラーを判断する記録時エラー判断回路Ｄ８が接続されている。このドライ
ブコントローラＤ１は、コマンド用インタフェースを介してシステムコントローラＳ１に
接続されている。
【０１２１】
訂正処理回路Ｄ４は、データ用インタフェースを介してメモリーコントローラＳ５に接続
されていると共に、変復調回路Ｄ５にも接続されている。そして、変復調回路Ｄ５は、光
学ピックアップ装置７９の対物レンズ７９ａを有する光学ヘッドに接続されている。更に
、サーボ回路Ｄ６は、テーブル駆動装置であるスピンドルモータ７５と、光学ピックアッ
プ装置７９と、記録時エラー判断回路Ｄ８とに接続されている。そして、光学ピックアッ
プ装置７９はアドレスデコーダーＤ７に接続され、このアドレスデコーダーＤ７は記録時
エラー判断回路Ｄ８にも接続されている。
【０１２２】
このような構成を有する記録再生装置本体９２は、例えば、図４１及び図４２に示すよう
な中空の筐体からなる外装ケース９３に収納されてディスク記録再生装置７３の構成要素
として使用される。外装ケース９３は、上面及び前面に開口されたケース本体９３ａと、
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このケース本体９３ａの上面を閉じるように上部に着脱可能に取り付けられたケース蓋体
９３ｂと、ケース本体９３ａ及びケース蓋体９３ｂの前面を閉じるように前部に着脱可能
に取り付けられた前面パネル９３ｃ等を備えている。この外装ケース９３内にディスク記
録再生装置７３や記録再生装置本体９２等が収納されている。
【０１２３】
外装ケース９３のケース本体９３ａの４箇所には、下方に突出する脚体９３ｄが設けられ
ている。外装ケース９３の前面パネル９３ｃは横長とされた板状部材からなり、その上部
には横長のカートリッジ出入口９４が設けられている。カートリッジ出入口９４は、ディ
スク記録媒体装置１０の正面側の大きさと略同程度の大きさに形成されている。このカー
トリッジ出入口９４は、その内側に配置された開閉扉９４ａによって常時は閉じられてい
る。
【０１２４】
開閉扉９４ａは、図示しないスプリングによって閉じ側に付勢されており、図４２に示す
ように、ディスク記録媒体装置１０の前部で開閉扉９４ａを押圧して所定の位置まで差し
込むことにより、図示しないローディング機構によってディスク記録媒体装置１０が自動
的に取り込まれる。そして、ローディング機構で搬送されたディスク記録媒体装置１０は
、外装ケース９３内の所定位置に位置決めされて固定される。これと同時に又は前後して
、外装ケース９３内に設けられているシャッタ開閉手段によってディスク記録媒体装置１
０のシャッタ機構１９が開放操作され、カートリッジ筐体１２の内外開口部１７，１８が
開放される。
【０１２５】
このシャッタ開閉手段の一具体例を示すラック棒９５を、図４３に示している。このラッ
ク棒９５は、回転部材１４の被操作部６０のギア部６０ａに噛合されるラック部９５ａと
、このラック部９５ａの先端側に設けられた前弾性片９５ｂと、同じくラック部９５ａの
基端側に設けられた後弾性片９５ｃとを有している。ラック棒９５のラック部９５ａは真
っ直ぐな棒材の中途部において一面側に突出するように形成されており、ギア部６０ａと
略同数の歯を有している。
【０１２６】
ラック棒９５の前弾性片９５ｂは、ラック棒９５と同方向に延在されて適宜な弾性が付与
されており、その先端部に初期動作用凸部９６ａが設けられている。また、後弾性片９５
ｃは、同じくラック棒９５と同方向に延在されて適宜な弾性が付与されており、その先端
部にストッパ用凸部９６ｂが設けられている。初期動作用凸部９６ａ及びストッパ用凸部
９６ｂはラック部９５ａの歯と同方向に突出されていて、これらは同一直線上に設定され
ている。
【０１２７】
更に、初期動作用凸部９６ａは、断面形状は円弧状とされているが、その大きさ及び高さ
はラック部９５ａの歯と略同程度に形成されている。一方、ストッパ用凸部９６ｂは、断
面形状はラック部９５ａの歯と同様に山形とされているが、その大きさ及び高さはやや大
きめに形成されている。そして、前後の弾性片９５ｂ，９５ｃに適度な大きさの弾性を付
与することにより初期動作用凸部９６ａ及びストッパ用凸部９６ｂに対して後退動作が弾
性的に行われるようにしている。図４３において、符号９５ｄは、ラック棒９５の補強を
兼ねたガイド部である。このガイド部９５ｄは、ディスク記録媒体装置１０の装填ガイド
溝５３に係合される。
【０１２８】
このような構成を有するラック棒９５の作用によるディスク記録媒体装置１０の回転部材
１４の回動及びシャッタ機構１９の開閉動作その他の動作を、図４１及び図４２、図４４
～図４７を参照して説明する。
【０１２９】
図４１に示すように、外装ケース９３のカートリッジ出入口９４に挿入する前のディスク
記録媒体装置１０の内外開口部１７，１８は、シャッタ機構１９によって完全に閉じられ
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ている。この状態から、図４２に示すように、ディスク記録媒体装置１０を外装ケース９
３のカートリッジ出入口９４からディスク記録再生装置７３内に挿入することにより、外
装ケース９３内に設置されているラック棒９５によってロック部材５６のロック状態が解
除される。その後、ラック棒９５の作用によって一対のシャッタ部材１９ａ，１９ｂが開
放され、内外開口部１７，１８が開かれて光ディスク１１の情報記録面の一部が露出され
る。
【０１３０】
まず、図４２及び図４４に示すように、ディスク記録媒体装置１０を外装ケース９３のカ
ートリッジ出入口９４に所定量挿入すると、ラック棒９５の初期動作用凸部９６ａが、デ
ィスク記録媒体装置１０の一方の側面部に設けた装填ガイド溝５３内に入り込む。これに
より、初期動作用凸部９６ａが装填ガイド溝５３内に突出されているロック部材５６の入
力部５６b1を、弾性アーム５６ｄの付勢力に抗してロック収納部５５内に押し込める。そ
のため、ロック部材５６が支持軸５８を中心に回動してロック爪５６c1がセット位置用凹
部６１ｂから抜け出す。その結果、回転部材１４のロックが解除され、その回動が自由と
なる。
【０１３１】
次に、図４５に示すように、カートリッジ挿入方向Ｆにディスク記録媒体装置１０を挿入
し、ラック棒９５に対してディスク記録媒体装置１０が相対的に前進することにより、初
期動作用凸部９６ａが回転部材１４の被操作部６０の前滑り部６０ｂに当接し、この前滑
り部６０ｂに乗り上げる。このとき、前弾性片９５ｂが適当な強さの弾性を有するため、
前弾性片９５ｂの撓みによって初期動作用凸部９６ａが後方に撓み移動し、前滑り部６０
ｂに乗り上げる。その結果、初期動作用凸部９６ａが被操作部６０の初期動作用凹部６１
ａ内に入り込む。
【０１３２】
この凸部９６ａが凹部６１ａに係合することにより、ラック棒９５からの反力によって回
転部材１４が、同図において反時計方向に回動される。その結果、ラック棒９５との間の
相対的な移動量に応じて回転部材１４が所定角度回転することにより、凸部９６ａが凹部
６１ａから離れる前にラック部９５ａが被操作部６０のギア部６０ａに噛み合う。これに
より、動力伝達経路が強固になり、ラック棒９５の移動力が確実に伝達され、回転部材１
４が所定角度回転する。
【０１３３】
そして、図４６に示すように、直線的に前進するラック部９５ａと曲線的に前進するギア
部６０ａとの噛み合いが解除される前に、ストッパ用凸部９６ｂが被操作部６０の後滑り
部６０ｃに設けたセット位置用凹部６１ｂに係合される。その後、図４７に示すように、
ストッパ用凸部９６ｂがセット位置用凹部６１ｂにしっかりと噛み合ったところで、ラッ
ク部９５ａとギア部６０ａとの噛み合いが解除される。これにより、ディスク記録媒体装
置１０の挿入動作が終了し、ディスク記録媒体装置１０がディスク記録再生装置７３の所
定位置であるカートリッジ装着部にセットされる。
【０１３４】
この場合、上述したようにディスク記録媒体装置１０のカートリッジ筐体１２は、上シェ
ル１３の一対の基準穴４８，４８と下シェル１５の一対の基準突起４７，４７とによって
精度良く位置決めされており、これらの基準突起４７等と略同軸をなすように一対の位置
決め穴５０ａ，５０ｂが下シェル１５に設けられている。そのため、ディスク記録媒体装
置１０をディスク記録再生装置７３のディスク装着部に装着することにより、ディスク記
録再生装置７３に対する下シェル１５の位置決め精度がそのまま上シェル１３の位置決め
精度となるため、上シェル１３の位置決め精度を高くすることができる。
【０１３５】
また、ディスク記録媒体装置１０のセット状態では、ストッパ用凸部９６ｂがセット位置
用凹部６１ｂにしっかりと噛み合っているため、回転部材１４が回動するおそれがない。
このとき、回転部材１４が回動を開始する初期状態では、図３５Ｃ及び図３７に示すよう



(26) JP 4089357 B2 2008.5.28

10

20

30

40

50

に、回転部材１４のリング部１４ｂの端面に設けた複数のカム突起６４が上シェル１３の
カム溝２２に設けたカム部２２ａに乗り上げる。
【０１３６】
そのため、回転部材１４の平面部１４ａが下シェル１５側に移動し、その平面部１４ａと
下シェル１５との間で一対のシャッタ部材１９ａ，１９ｂが挟持された状態となる。これ
により、回転部材１４と下シェル１５との間に摩擦力が発生し、回転部材１４を回転操作
するために必要とされる力が大きくなる。このカム部２２ａの乗り上げによる摩擦力に抗
して回転部材１４を回転させることにより、図３５Ｂに示すように、カム突起６４がカム
部２２ａを通過する。その結果、カム突起６４の摺動による摩擦力が消滅するため、これ
以後の回転部材１４の回転動作は、極めて軽く且つスムースに行うことができようになる
。
【０１３７】
また、一対のシャッタ部材１９ａ，１９ｂが、回転部材１４の回動によって支持軸１４ｄ
を中心にそれぞれ回動される。これと同時に、各シャッタ部材１９ａ，１９ｂに設けた開
閉溝６８には下シェル１５の操作凸部３９ａ，３９ｂがそれぞれ摺動可能に係合されてい
る。そのため、回転部材１４が回動すると、一対の操作凸部３９ａ，３９ｂに対して各開
閉溝６８が相対的に回動される。その結果、回転部材１４の回動量に応じて一対のシャッ
タ部材１９ａ，１９ｂが、互いに近づく方向である内側（回転部材１４の中心側）に移動
する。
【０１３８】
これにより、一対のシャッタ部材１９ａ，１９ｂが、図４４（図３０を参照）の状態から
、図４５（同じく図２２）及び図４６（同じく図２３）の状態を経て図４７（同じく図２
４）に示す状態へと変化し、内外開口部１７，１８を開いて左右に対向する位置に移動す
る。これにより、回転部材１４の内側開口部１８と下シェル１５の外側開口部１７とが完
全に開放される。そのため、ディスク収納室１６内に収納されている光ディスク１１の一
部が内外開口部１７，１８から露出される（図３１を参照）。
【０１３９】
その結果、ディスク記録媒体装置１０が図３０から図３１の状態に変化して、内外側開口
部１７，１８に対するターンテーブル８１及び対物レンズ７９ａを有する光学ヘッドの挿
入が可能となる。そこで、ターンテーブル８１等をディスク記録媒体装置１０側へ移動す
るか又はディスク記録媒体装置１０をターンテーブル８１側へ移動することにより、図３
３から図３４の状態に変化して、ターンテーブル８１がカートリッジ筐体１２中央部のテ
ーブル用開口部１７ａ，１８ａ内に入り込み、光学ヘッドがヘッド用開口部１７ｂ，１８
ｂ内に入り込む。
【０１４０】
これにより、ターンテーブル８１の嵌合部８１ａが光ディスク１１のセンタ穴１１ａに嵌
合され、センタ穴１１ａの周縁部が載置部８１ｂに載置される。これと同時に、嵌合部８
１ａに内蔵されているマグネット９７の磁力が上シェル１３のリングホルダ３４に保持さ
れているチャックリング３３の磁力受け部である位置規制部３３ｄに作用し、その磁力に
よってチャックリング３３が吸引される。その結果、マグネット９７の磁力によってチャ
ックリング３３の挟持部３３ｂが光ディスク１１のセンタ穴１１ａの周縁部に押しつけら
れ、その周縁部が挟持部３３ｂとターンテーブル８１の載置部８１ａとで挟持される。
【０１４１】
これにより、チャックリング３３によって光ディスク１１がターンテーブル８１にチャッ
キングされ、光ディスク１１がターンテーブル８１と回転方向に一体化される。このとき
、ターンテーブル８１の載置部８１ａの先端部がチャックリング３３の位置規制部３３ｄ
の凹陥部３３ｆに嵌まり込むことによってターンテーブル８１に対するチャックリング３
３の位置合わせが同時に行われ、チャックリング３３がターンテーブル８１の略中央部に
位置決めされる。
【０１４２】
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その結果、チャックリング３３が上シェル１３から浮き上がった状態となり、チャックリ
ング３３のテーパ部３３ｃの内面と上シェル１３の第２の環状凸部９８ｂの外側斜面との
間、及びテーパ部３３ｃの外面とリングホルダ３４の内フランジ３４ａの内周縁との間、
並びにチャックリング３３の位置規制部３３ｄの面と上シェル１３の第１の環状凸部９８
ａの内側斜面との間にはそれぞれ所定の隙間が保持され、これらが互いに擦れ合うことが
ない。
【０１４３】
これと共に、光学ピックアップ装置７９の光学ヘッドが開口部１７，１８内に入り込み、
その対物レンズ７９ａが所定の間隔を保持して光ディスク１１の情報記録面に対面される
。これにより、ディスク記録再生装置７３による光ディスク１１の情報記録面に対する情
報信号の再生又は記録の動作が可能となる。
【０１４４】
そこで、テーブル駆動装置本体７８を動作させ、スピンドルモータ７５の駆動によりター
ンテーブル８１を介して光ディスク１１を回転させると共に、光学ピックアップ装置７９
を駆動させ、光学ヘッドの対物レンズ７９ａから光ディスク１１の情報記録面に向けてレ
ーザ光を照射する。これにより、光ディスク１１の情報記録面に予め記録されている情報
信号を読み出し、又はその情報記録面に対して新たな情報信号を書き込むことができる。
このようにして、ディスク記録再生装置７３による情報信号の再生又は記録が実行される
。
【０１４５】
次に、ディスク記録媒体装置１０を外装ケース９３から排出する場合について説明する。
情報信号の再生又は記録の後、例えば、外装ケース９３に設けられるカートリッジ排出ボ
タン（図示せず）を操作することにより、ローディング機構の作動を介してディスク記録
媒体装置１０がディスク記録再生装置７３から離脱され、外装ケース９３から排出される
。
【０１４６】
例えば、ディスク装着部にディスク記録媒体装置１０を固定した状態において、スピンド
ルモータ７５を後退動作させ、ターンテーブル８１をディスク記録媒体装置１０の開口部
１７，１８から引き出す。このとき、スピンドルモータ７５を後退動作させると、当初は
ターンテーブル８１と光ディスク１１とチャックリング３３が一体的に移動し、少々移動
したところで、チャックリング３３のテーパ部３３ｃが上シェル１３に固定されているリ
ングホルダ３４の内フランジ３４ａの内周縁に当接する。
【０１４７】
さらにスピンドルモータ７５を後退動作させ、その移動力がマグネット９７の吸引力より
大きくなることにより、リングホルダ３４の抵抗力によってチャックリング３３が引き剥
がされる。その結果、チャックリング３３がリングホルダ３４によって上シェル１３に保
持される。次に、光ディスク１１のセンタ穴１１ａの周縁部が回転部材１４の支持縁部１
４ｃに当接され、スピンドルモータ７５の更なる後退動作によってターンテーブル８１の
嵌合部８１ａが光ディスク１１のセンタ穴１１ａから抜き出す。その結果、光ディスク１
１がカートリッジ筐体１２のディスク収納室１６内に保持される。そして、開口部１７，
１８からターンテーブル８１が完全に抜け出すまで、スピンドルモータ７５の後退動作が
続けられる。
【０１４８】
その後、ローディング機構の排出動作によってディスク記録媒体装置１０が排出方向に移
動すると、相対的にラック棒９５が後退動作される。このラック棒９５に対するディスク
記録媒体装置１０の後退動作により、セット位置用凹部６１ｂに係合されているストッパ
用凸部９６ｂによって回転部材１４が回動される。そして、凸部９６ｂが凹部６１ｂから
離れる前にラック部９５ａがギア部６０ａに噛合し、この噛み合いによって回転部材１４
が引き続き回動される。
【０１４９】
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このとき、凸部９６ｂの先端がカートリッジ筐体１２の開口窓５２内に入り込んでいるた
め、その凸部９６ｂが開口窓５２の縁に当接するが、その凸部９６ｂと一体の後弾性片９
５ｃが適度な強さの弾性を有するため、この後弾性片９５ｃの撓み変形によって凸部９６
ｂが外側へ弾性変位し、開口窓５２の縁を乗り越える。そのため、凸部９６ｂの高さがラ
ック部９５ａの歯の高さより高いにも係わらず、凹部６１ｂから離れた凸部９６ｂが開口
窓５２から容易に抜け出すことができ、従って、その後の回転部材１４の回動を確保する
ことができる。
【０１５０】
この回転部材１４の回動により、開口窓５２内においてラック部９５ａがギア部６０ａか
ら離れる前に、初期動作用凸部９６ａが初期動作用凹部６１ａに係合される。この凸部９
６ａと凹部６１ａとの係合によって回転部材１４の回動が継続され、回転部材１４が最初
の位置まで回動される。これにより、被操作部６０の後滑り部６０ｃの端面が下シェル１
５の位置決め部４０ｂに当接されるため、以後の回転部材１４の回動が阻止される。
【０１５１】
これに対して、ディスク記録媒体装置１０とラック棒９５との間には相対移動が引き続き
生じているため、凹部６１ａに係合されている凸部９６ａの移動力によって回転部材１４
には回転力が付与される。この回転力の反力が凸部９６ａに付与され、この反力を受けて
前弾性片９５ｂが撓み変形し、凸部９６ａが外側へ移動して凹部６１ａとの係合が解除さ
れる。
【０１５２】
その後、ラック棒９５の初期動作用凸部９６ａが開口穴５２を通過することにより、ロッ
ク部材５６の入力部５６b1が開口穴５７から装填ガイド溝５３内に突出される。これと同
時に、ロック部材５６のロック爪５６c1が内側に移動して回転部材１４の被操作部６０の
セット位置用凹部６１ｂに噛み合わされる。その結果、ロック部材５６によって回転部材
１４がロックされ、その回動が停止される。
【０１５３】
この際、一対のシャッタ部材１９ａ，１９ｂは、上述した挿入時とは逆の動作を実行し、
内外側開口部１７，１８を完全に閉じる。また、回転部材１４のカム突起６４はカム溝２
２内にあるため、回転部材１４を軽い力で回転させることができる。更に、カム突起６４
がカム部２２ａに当接して乗り上げることにより、これ以後、回転部材１４の回動には上
述した摩擦力が加えられる。そして、シャッタ機構１９が閉じる直前において、操作凸部
３９ｂ（又は３９ａ）が開閉溝６８を最外側部まで移動し、弾性片６９ａに接触してこれ
を押圧する。これにより、操作凸部３９ｂ（又は３９ａ）の押圧力によって弾性片６９ａ
にバネ力が発生する。
【０１５４】
この弾性片６９ａのバネ力によって接合部６６中央の段部６６ａには、他方のシャッタ部
材１９ａ（又は１９ｂ）に作用する圧接力が発生する。この圧接力は、一対のシャッタ部
材１９ａ，１９ｂの両者に発生するため、互いの圧接力によって一対のシャッタ部材１９
ａ，１９ｂの接合部６６が圧接され、密閉性が更に高められる。
【０１５５】
特に、本実施例においては、一方のシャッタ部材に設けた長溝部１０１（又は１０３）に
他方のシャッタ部材に設けた突条部１０２（又は１０４）を係合させるように互いの接合
部に凹凸部を設ける構成としたため、接合部６６において、閉じ合わせる方向に対してク
ランク状の接触面（或いは隙間）が設定されることから、塵や埃等の通過を防止又は抑制
することができ、防塵性能を大幅に向上させることができる。従って、一対のシャッタ部
材１９ａ，１９ｂの接合部６６における防塵性が向上されるため、外部の塵や埃等がディ
スク収納室１６内に侵入するのをより効果的に防止することができる。
【０１５６】
更に、シャッタ閉じ状態では、長溝部１０１（又は１０３）に突条部１０２（又は１０４
）が係合されることから、接合部６６にズレを生ずることがない。そのため、外力がシャ
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ッタ部材１９ａ，１９ｂに加えられたような場合においても、一対のシャッタ部材１９ａ
，１９ｂに反りが生ずるのを防止又は抑制することができ、防塵性を確保することができ
る。
【０１５７】
また、上記実施例においては、一対のシャッタ部材１９ａ，１９ｂの各接合部６６は互い
に平行に移動するようになっているが、各シャッタ部材１９ａ，１９ｂにガイド凸部１０
５を設けて閉じ合せ方向にオーバーラップ部を設定した。そのため、ガイド凸部１０５に
よって各シャッタ部材１９ａ，１９ｂの移動を規制することができ、各シャッタ部材１９
ａ，１９ｂの閉じ合せ方向と交差する方向への移動量を制限して閉じ合せ動作の信頼性を
高めることができる。
【０１５８】
このようにして、一対のシャッタ部材１９ａ，１９ｂによって開口部１７，１８の全体が
完全に閉じられ（図３０を参照）、その閉じ状態でディスク記録媒体装置１０が外装ケー
ス９３のカートリッジ出入口９４からケース外に排出される。これにより、ディスク記録
媒体装置１０の排出動作が完了する。
【０１５９】
このようなディスク記録媒体装置１０において、上シェル１３、回転部材１４、下シェル
１５及びシャッタ部材１９ａ，１９ｂ間の厚み方向の寸法は、図３６及び図３７並びに▲
１▼式に示すような関係となるように設定することが好ましい。図３６に示す符号Ａ～Ｋ
及び図３７に示す符号Σの意味は、次の通りである。
【０１６０】
(1) Ａ：上シェル１３の上前面縁１３ａ等の端面からカム溝２２の面までの高さ
Ａ＝２．９ｍｍ　＋０．１／０ｍｍ
(2) Ｂ：上シェル１３の上前面縁１３ａ等の端面から上面までの高さ
Ｂ＝３．８５ｍｍ　±０．０５ｍｍ（参考寸法）
(3) Ｃ：下シェル１５の下前面縁１５ａ等の端面から下面までの高さ
Ｃ＝４．１５ｍｍ　＋０．１／－０ｍｍ（参考寸法）
(4) Ｄ：下シェル１５の下前面縁１５ａ等の端面から底面までの高さ
Ｄ＝３．３ｍｍ　±０．０５ｍｍ
(5) Ｅ：シャッタ部材１９ａ，１９ｂの厚み
Ｅ＝１．１ｍｍ　＋０／－０．０５ｍｍ
【０１６１】
(6) Ｆ：回転部材１４の下面から端面までの高さ
Ｆ＝４．７ｍｍ　＋０／－０．１ｍｍ
(7) Ｇ：回転部材１４のカム突起６４の高さ
Ｇ＝０．２ｍｍ　＋０／－０．０５ｍｍ
(8) Ｈ：上シェル１３のカム部２２ａの高さ
Ｈ＝０．２ｍｍ　＋０／－０．０５ｍｍ
(9) Ｊ：下シェル１５のリブ３７の高さ
Ｊ＝０．２ｍｍ　＋０／－０．０５ｍｍ（参考寸法）
(10)Ｋ：シャッタ部材１９ａ，１９ｂのリブ逃げ溝７０の深さ
Ｋ＝０．２ｍｍ　＋０．０５／－０ｍｍ（参考寸法）
【０１６２】
(11)Σ：組立時におけるカム部２２ａとカム突起６４との間の理想的なクリアランス
Σ＝－Ｈ＋Ａ＋Ｄ－Ｅ－Ｆ－Ｇ　……▲１▼
＝０ｍｍ　＋０．４５／－０ｍｍ（累積公差）
０．０６４ｍｍ　＋０．３２２／－０ｍｍ（自乗平均×１．６６）
【０１６３】
この計算式▲１▼から明らかなように、理想的なクリアランスΣは、０ｍｍ～０．４５ｍ
ｍとすることが好ましく、最も好ましい値は０．２ｍｍ位である。
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本実施例では、シャッタ開閉動作を行うために回動する回転部材１４は、上シェル１３と
下シェル１５の間で０．４ｍｍ程度（公差のセンター値）のクリアランスの中で動作し、
保存時には０．２ｍｍ程度にクリアランスが狭められる。このように、回転部材１４を上
シェル１３に圧着させることなく、０ｍｍ～０．４５ｍｍ（最適値は０．２ｍｍ位）のク
リアランスを設定することにより、ゴミの侵入経路を可能な限り狭めて、ディスク収納室
１６内にゴミが入り込むのを効果的に防止することができる。
【０１６４】
また、本実施例においては、下シェル１５の外側開口部１７の周縁部にリブ３７（円弧状
リブ部３７ａと直線状リブ部３７ｂ）を設けると共に、シャッタ閉じ状態においてリブ３
７と対応する一対のシャッタ部材１９ａ，１９ｂの対応する部分にリブ逃げ溝７０を設け
、リブ３７とリブ逃げ溝７０で防塵用隙間７１を構成するようにしたため、開口部１７，
１８がシャッタ部材１９ａ，１９ｂで完全に閉じられたディスク記録媒体装置１０の保存
時における防塵性能を高めることができ、ディスク収納室１６内に塵や埃等が入り込むの
を効果的に防止することができる。
【０１６５】
尚、一対のシャッタ部材１９ａ，１９ｂの接合部６６に設ける凹凸部については、上述し
た実施例では、長溝部と突条部との組み合わせによって構成したが、本発明はこれに限定
されるものではなく、例えば、各シャッタ部材１９ａ，１９ｂの接合部６６にＶ字状の長
溝部をそれぞれ設け、長溝部同士を嵌合させる構成とすることもできる。この両側の接合
部にＶ字溝を設ける場合には、片側にのみＶ字溝を設ける場合に比べて、その接触面（又
は隙間）の長さを長くできるために、その長さの増加分だけ閉じ合せ方向の深さを浅くす
ることができる。その結果、シャッタ開放時における一対のシャッタ部材のカートリッジ
筐体内に収納される面積を小さくすることができ、従って、ディスクカートリッジ全体の
小型化を図ることができる。
【０１６６】
また、カートリッジ筐体は、回転部材を廃止して上下シェルの組み合わせによって構成す
ることができる。そして、従来例として示す図５１のように、直線的に移動して開口部を
開閉するシャッタ部材を設ける構成としても良い。かかる構成のカートリッジ筐体に対し
て、上述した実施例のチャックリング３３及びリングホルダ３４を設けることによっても
、上述した実施例と同様の効果を得ることができる。更に、開口部は、上シェル又は下シ
ェルの一方にのみ設ける構成としてもよく、かかる場合にチャックリングは、開口部の無
いシェルに設けるようにする。
【０１６７】
図２５は、上述した一対のシャッタ部材１９ａ，１９ｂの他の実施例、特に、ガイド凸部
１０５及びガイド凹部１０６の他の実施例を示すものである。この第２の実施例に示す一
対のシャッタ部材１９Ａ，１９Ｂが第１の実施例に示す一対のシャッタ部材１９ａ，１９
ｂと異なるところはガイド凸部１１１及びガイド凹部１１２のみであり、他の構成は同様
であるため、それらの説明は省略する。
【０１６８】
一対のシャッタ部材１９Ａ，１９Ｂのガイド凸部１１１及びガイド凹部１１２は、一対の
シャッタ部材１９ａ，１９ｂのガイド凸部１０５及びガイド凹部１０６と同一位置に設定
されていて、その形状のみが異なる点である。ガイド凸部１１１は、山型に突出する突起
とされており、これに対応する山型の凹みとしてガイド凹部１１２が形成されている。か
かる形状のガイド凸部１１１及びガイド凹部１１２を設ける場合には、その凸部（角部）
が１箇所となるため、閉じ合せ動作における信頼性をより高くすることができる。
【０１６９】
また、図４８乃至図５０には、本発明のディスクカートリッジ及びディスク記録媒体装置
の第２の実施例を示す。この第２の実施例に示すディスク記録媒体装置１２０は、２組の
光学ピックアップ装置を備えたディスク記録再生装置に使用できるようにした２ヘッドタ
イプのものである。
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【０１７０】
このディスク記録媒体装置１２０は、図４８～図５０から明らかなように、図２、図３０
及び図３１に示した第１の実施例に係るディスク記録媒体装置１０と異なるところは、回
転部材１４の内側開口部１８及び下シェル１５の外側開口部１７の形状のみであり、その
他の形状及び構成は同一である。そのため、図４８～図５０において、上述した図２、図
３０及び図３１と同一部分には同一符号を付してその説明を省略し、構成の異なる回転部
材１２１の開口部１２３及び下シェル１２２の開口部１２４について説明する。
【０１７１】
回転部材１２１の内側開口部１２３は、上述した回転部材１４の内側開口部１８に、一方
のヘッド用開口部に対向する他方のヘッド用開口部を直線的に延在させて設けたものであ
る。即ち、内側開口部１２３は、中央部に設けられた円形のテーブル用開口部１２３ａと
、このテーブル用開口部１２３ａを通って直径方向に延びるヘッド用開口部１２３ｂ，１
２３ｃとから構成されている。
【０１７２】
また、下シェル１２２の外側開口部１２４も内側開口部１２３と同様に、上述した下シェ
ル１５の外側開口部１７に、一方のヘッド用開口部に対向する他方のヘッド用開口部を直
線的に延在させて設けている。即ち、外側開口部１２４は、中央部に設けられた円形のテ
ーブル用開口部１２４ａと、このテーブル用開口部１２４ａを通って前側に延在されて前
端縁及び後端縁まで達する略長方形をなすヘッド用開口部１２４ｂ，１２４ｃとから構成
されている。
【０１７３】
このように、２ヘッド用の回転部材１２１及び下シェル１２２を１ヘッド用の回転部材１
４及び下シェル１５に代えて使用することにより、一度に２個の光学ヘッドの使用が可能
となる。その結果、例えば、一方の光学ヘッドによって新たな情報信号を記録しながら、
他方の光学ヘッドによって記録されたばかりの情報信号の記録状態の確認作業を行うこと
ができる。しかも、回転部材１２１及び下シェル１２２を１ヘッド用のものと交換するだ
けで、ディスクカートリッジ及びディスク記録媒体装置の製造を１ヘッド用と２ヘッド用
に簡単に対応することができ、製造組立ラインの共通化が可能であって、需要者のニーズ
に適切に対応することができる。
【０１７４】
尚、回転部材１２１及び下シェル１２２に設けた光学ヘッド２個分の開口部１２３，１２
４は、互いに直角に配置してＬ字状としても良く、また、直角以外の適当な角度に交差さ
せて配置する構成とすることができる。更に、下シェル１２２のみならず、上シェルにも
開口部を設け、上下から同時に光学ヘッドを対向させることができる構成とすることもで
きる。
【０１７５】
以上説明したが、本発明は上述した実施の例に限定されるものではなく、例えば、上記実
施例においては、情報記録媒体として光ディスクを用いた例について説明したが、光磁気
ディスク、フレキシブルディスク等の磁気ディスク、その他各種のディスク状記録媒体に
適用することができる。更に、上記実施例では、ディスク記録及び／又は再生装置として
記録及び再生の両者が可能であるディスク記録再生装置に適用した例について説明したが
、記録又は再生の一方のみが可能なディスク記録装置又はディスク再生装置に適用できる
ことは勿論である。
【０１７６】
また、上記実施例においては、カートリッジ筐体１２の下シェル１５及び回転部材１４に
開口部１７，１８を設けた例について説明したが、例えば、上シェル１３にも開口部を設
け、カートリッジ筐体１２の上下から同時にアクセスできる構造とすることもできる。更
に、回転部材１４と下シェル１５とでディスク収納室を形成し、このディスク収納室内に
ディスク状記録媒体１１を収納すると共に上シェル１３に開口部を設ける構成とすること
もできる。この場合、上述したチャックリング３３は、下シェルに設けるようにする。
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【０１７７】
更に又、上述した実施例では、一対のシャッタ部材１９ａ，１９ｂを回動させて互いの接
合部６６を平行に移動させることにより開口部１７，１８を開閉させる例について説明し
たが、これに限定されるものではなく、例えば、一対のシャッタ部材１９ａ，１９ｂを当
初から平行に移動させて開口部１７，１８を開閉させる構成とすることもできる。
【０１７８】
また、上記実施例では、シャッタ開閉にあたっては、シャッタ開閉手段を固定してディス
ク記録媒体装置を移動させることにより開口部を開閉させる例について述べたが、これに
限定されるものではなく、シャッタ開閉手段とディスクカートリッジを相対的に移動させ
てシャッタ部材を開閉動作させる構成であれば良い。例えば、ディスク記録媒体装置をデ
ィスク装着部に固定した後、シャッタ開閉手段をモータ等で移動させて開閉動作させるよ
うにしても良い。このように、本発明は、その趣旨を逸脱しない範囲で種々変更できるも
のである。
【０１７９】
【発明の効果】
　以上説明したように、本出願のディスクカートリッジによれば、ディスク収納室を有す
るカートリッジ筐体（上シェルと回転部材と下シェルとの組み合わせ）と開口部を開閉す
る一対のシャッタ部材とを備えたディスクカートリッジにおいて、一対のシャッタ部材の
各々の接合部に、その略全長に渡って凹凸部を設ける構成としたため、開口部を閉じる閉
位置において互いの凹凸部を係合させ、一対のシャッタ部材の接合部をしっかりと閉じ合
わせることができる。その結果、一対のシャッタ部材による開口部の防塵性能を高めるこ
とができ、微小なサイズの塵や埃等の侵入を防止又は効果的に抑制することができる。従
って、カートリッジ筐体内に収納されているディスク状記録媒体の情報記録面に塵や埃等
が付着するのを防止できるディスクカートリッジを提供することができるという効果が得
られる。
【０１８０】
本出願のディスク記録媒体装置によれば、ディスク収納室を有するカートリッジ筐体とデ
ィスク状記録媒体と開口部を開閉する一対のシャッタ部材とを備えたディスク記録媒体装
置において、一対のシャッタ部材の各々の接合部に、その略全長に渡って凹凸部を設ける
構成としたため、開口部を閉じる閉位置において互いの凹凸部を係合させ、一対のシャッ
タ部材の接合部をしっかりと閉じ合わせることができる。その結果、一対のシャッタ部材
による開口部の防塵性能を高めることができ、微小なサイズの塵や埃等の侵入を防止又は
効果的に抑制することができる。従って、カートリッジ筐体内に収納されているディスク
状記録媒体の情報記録面に塵や埃等が付着するのを防止できるディスク記録媒体装置を提
供することができるという効果が得られる。
【０１８１】
　本出願のディスク記録及び／又は再生装置によれば、ディスク状記録媒体が収納される
ディスク収納室及びディスク状記録媒体の一部を露出させる開口部を開閉する一対のシャ
ッタ部材を有するディスク記録媒体装置と、一対のシャッタ部材を開閉動作させるシャッ
タ開閉手段と、ディスク状記録媒体をチャッキングして回転駆動するディスクドライブ装
置とを備えたディスク記録及び／又は再生装置において、一対のシャッタ部材の各々の接
合部に、その略全長に渡って凹凸部を設ける構成としたため、開口部を閉じる閉位置にお
いて互いの凹凸部を係合させ、一対のシャッタ部材の接合部をしっかりと閉じ合わせるこ
とができる。その結果、一対のシャッタ部材による開口部の防塵性能を高めることができ
、微小なサイズの塵や埃等の侵入を防止又は効果的に抑制することができると共に、カー
トリッジ筐体内に収納されているディスク状記録媒体の情報記録面に塵や埃等が付着する
のを防止できるディスク記録媒体装置を用いて情報信号の記録及び再生を実行することが
できる。そのため、正常な情報の読み書きを実行できるディスク記録及び／又は再生装置
を提供することができるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
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【図１】本発明のディスク記録媒体装置の第１の実施例を示すもので、分解して上面側か
ら見た分解斜視図である。
【図２】本発明のディスク記録媒体装置の第１の実施例を示すもので、分解して下面側か
ら見た分解斜視図である。
【図３】本発明のディスク記録媒体装置に係るディスクカートリッジの上シェルを上面側
から見た斜視図である。
【図４】本発明のディスク記録媒体装置に係るディスクカートリッジの上シェルの底面図
である。
【図５】本発明のディスク記録媒体装置に係るディスクカートリッジの上シェルに取り付
けられるチャックリング及びリングホルダを上面側から見た斜視図である。
【図６】本発明のディスク記録媒体装置に係るディスクカートリッジの上シェルに取り付
けられるチャックリング及びリングホルダの中央部を断面して下面側から見た斜視図であ
る。
【図７】本発明のディスク記録媒体装置に係るディスクカートリッジの回転部材を上面側
から見た斜視図である。
【図８】本発明のディスク記録媒体装置に係るディスクカートリッジの回転部材の平面図
である。
【図９】本発明のディスク記録媒体装置に係るディスクカートリッジの一対のシャッタ部
材の第１の実施例を裏面側から見た斜視図である。
【図１０】本発明のディスク記録媒体装置に係るディスクカートリッジの一対のシャッタ
部材の第１の実施例の組み合わせ状態を裏面側から見た斜視図である。
【図１１】図９に示す一対のシャッタ部材のうち、第１のシャッタ部材を表面側から見た
平面図である。
【図１２】図１１に示す第１のシャッタ部材の斜視図である。
【図１３】図１２に示す第１のシャッタ部材の要部を拡大して示すもので、同図ＡはＴ部
を表面側から見た斜視図、同図ＢはＴ部を裏面側から見た斜視図である。
【図１４】図１２に示す第１のシャッタ部材の要部を拡大して示すもので、同図ＡはＵ部
を表面側から見た斜視図、同図ＢはＵ部を裏面側から見た斜視図、同図ＣはＶ部を表面側
から見た斜視図である。
【図１５】図９に示す一対のシャッタ部材のうち、第２のシャッタ部材を表面側から見た
平面図である。
【図１６】図１５に示す第２のシャッタ部材の斜視図である。
【図１７】図１６に示す第２のシャッタ部材の要部を拡大して示すもので、同図ＡはＷ部
を表面側から見た斜視図、同図ＢはＷ部を裏面側から見た斜視図である。
【図１８】図１６に示す第２のシャッタ部材の要部を拡大して示すもので、同図ＡはＸ部
を表面側から見た斜視図、同図ＢはＹ部を表面側から見た斜視図、同図ＣはＹ部を裏面側
から見た斜視図である。
【図１９】図１に示すディスク記録媒体装置の回転部材に一対のシャッタ部材を取り付け
て内側開口部を閉じた状態を示す平面図である。
【図２０】一対のシャッタ部材の図１９におけるＺ－Ｚ線部分を断面して分離させた状態
を示す斜視図である。
【図２１】図１に示すディスク記録媒体装置の回転部材に一対のシャッタ部材を取り付け
て内側開口部を閉じた状態を示す斜視図である。
【図２２】図２１に示す状態から、回転部材が回り初めて一対のシャッタ部材が少々開い
た状態（略５°）を示す説明図である。
【図２３】図２１に示す状態から、回転部材が回転して一対のシャッタ部材が大きく開い
た状態（略３０°）を示す説明図である。
【図２４】図２１に示す状態から、回転部材が大きく回転して一対のシャッタ部材が開口
部を完全に開いた状態（略５５°）を示す説明図である。
【図２５】図２２に示す一対のシャッタ部材の形状の第２の実施例を示すもので、平面方
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向のオーバーラップ量を多く設定した説明図（図２２に対応する）である。
【図２６】本発明のディスク記録媒体装置に係るディスクカートリッジの、同図Ａは誤消
去防止具、同図Ｂはロック部材をそれぞれ上面側から見た斜視図である。
【図２７】本発明のディスク記録媒体装置に係るディスクカートリッジの下シェルを上面
側から見た斜視図である。
【図２８】本発明のディスク記録媒体装置に係るディスクカートリッジの下シェルの平面
図である。
【図２９】図１に示すディスク記録媒体装置の外観構成を示す斜視図である。
【図３０】図２９に示すディスク記録媒体装置を下面側から見たもので、シャッタ機構を
閉じて開口部を閉じた状態を示す斜視図である。
【図３１】図２９に示すディスク記録媒体装置を下面側から見たもので、シャッタ機構を
開いて開口部を開いた状態を示す斜視図である。
【図３２】図２９に示すディスク記録媒体装置の一対の位置決め穴を結んだ線に沿って断
面した説明図である。
【図３３】本発明のディスク記録媒体装置のチャッキングを説明するもので、ターンテー
ブルに光ディスクが装着される前の状態を断面して示す説明図である。
【図３４】本発明のディスク記録媒体装置のチャッキングを説明するもので、ターンテー
ブルに光ディスクが装着された状態を断面して示す説明図である。
【図３５】本発明のディスク記録媒体装置の開口部開閉時における上シェルに対する回転
部材の昇降動作を説明するもので、同図Ａは分解斜視図、同図Ｂはダウン時の斜視図、同
図Ｃはアップ時の斜視図である。
【図３６】本発明のディスクカートリッジの上シェルのカム部及び回転部材のカム突起間
のクリアランス計算を説明するもので、上下シェル、回転部材及びシャッタ部材の寸法を
符号で示した説明図である。
【図３７】本発明のディスクカートリッジの上シェルのカム部及び回転部材のカム突起間
のクリアランス計算を説明するもので、そのクリアランスを符号で示した説明図である。
【図３８】本発明に係るディスク記録再生装置の一実施例を示す斜視図である。
【図３９】本発明に係るディスク記録再生装置の送りねじ駆動装置を示すもので、動力伝
達部材等の一部を断面した斜視図である。
【図４０】本発明のディスク記録再生装置の回路構成の一実施例を示すブロック説明図で
ある。
【図４１】本発明のディスク記録再生装置に本発明のディスク記録媒体装置を装着する前
の状態を示す斜視図である。
【図４２】本発明のディスク記録再生装置に本発明のディスク記録媒体装置を装着してい
る状態を示す斜視図である。
【図４３】本発明のディスク記録媒体装置のシャッタ機構を開閉するシャッタ開閉手段の
一実施例を示す斜視図である。
【図４４】本発明のディスク記録媒体装置のシャッタ機構の開閉状態を説明するもので、
一対のシャッタ部材が下シェルの開口部及び回転部材の開口部を完全に閉じて、ラック棒
の初期動作用凸部が下シェルの開口窓に至るまでの状態を示す説明図である。
【図４５】本発明のディスク記録媒体装置の下シェルを取り除いてシャッタ機構の開閉状
態を説明するもので、ラック棒の初期動作用凸部が回転部材の初期動作用凹部に係合して
回転部材が回り初め、一対のシャッタ部材が少々開いた状態（略５°）を示す説明図であ
る。
【図４６】本発明のディスク記録媒体装置の下シェルを取り除いてシャッタ機構の開閉状
態を説明するもので、ラック棒のラック部が回転部材のギア部に噛合し、一対のシャッタ
部材が大きく開いた状態（略３０°）を示す説明図である。
【図４７】本発明のディスク記録媒体装置の下シェルを取り除いてシャッタ機構の開閉状
態を説明するもので、ラック棒のストッパ用凸部が回転部材のセット位置用凹部に係合し
、一対のシャッタ部材が開口部を完全に開いた状態（略５５°）を示す説明図である。
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【図４８】本発明のディスク記録媒体装置の第２の実施例を示すもので、分解して下面側
から見た分解斜視図である。
【図４９】図４８に示すディスク記録媒体装置を下面側から見たもので、シャッタ機構を
閉じて開口部を閉じた状態を示す斜視図である。
【図５０】図４８に示すディスク記録媒体装置を下面側から見たもので、シャッタ機構を
開いて開口部を開いた状態を示す斜視図である。
【図５１】従来のディスク記録媒体装置を示す斜視図である。
【符号の説明】
１０，１２０　ディスク記録媒体装置、　１１　光ディスク（ディスク状記録媒体）、　
１２　カートリッジ筐体、　１３　上シェル、　１４，１２１　回転部材、　１５，１２
２　下シェル、　１６　ディスク収納室、　１７，１２４　外側開口部、　１８，１２３
　内側開口部、　１９ａ，１９ｂ，１９Ａ，１９Ｂシャッタ部材、　２２　カム溝、　３
７　リブ（凸条）、　３９ａ，３９ｂ　操作凸部、　５２　開口窓、　５３　装填ガイド
溝、　５６　ロック部材、　６０　被操作部、　６４　カム突起、　７０　リブ逃げ溝（
凹溝）、　７１　防塵用隙間、　７３　ディスク記録再生装置、　７４　シャーシ、　７
８　テーブル駆動装置、　７９　光学ピックアップ装置（ピックアップ装置）、　８１　
ターンテーブル、　９２　記録再生装置本体、　９３　外装ケース、　９４　カートリッ
ジ出入口、　９５　ラック棒（シャッタ開閉手段）、　９７　マグネット，１０１，１０
３　長溝部（凹凸部）、　１０２，１０４　突条部（凹凸部）

【図１】 【図２】
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